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第１章 長寿命化計画の策定の背景と目的 

１．計画策定の背景 

昭和４０年代後半から５０年代にかけて大量供給された公営住宅等は更新時

期を迎えており、早期の建替や、計画的な修繕・改善が必要となっている。市営

住宅の長寿命化を図るものの判別など、効率的・効果的な事業計画に基づくスト

ックマネジメントが求められている。 

 

２．計画策定の目的 

   本計画は公営住宅等のストックの適切なマネジメントを行うべく、適切な点検、

修繕、建替、データ管理等を行い、公営住宅等の状況や公営住宅等に対する将来

的な需要見通しを踏まえた各団地のあり方を考慮した上で効率的・効果的な団地

別・住棟別の事業方法を選定するとともに、長寿命化のための事業実施予定一覧

を作成することにより長寿命化に資する予防保全的な管理や改善を計画的に推

進しライフサイクルコスト（ＬＣＣ）の縮減等を目的とする。 

 

３．計画の期間 

  本計画は、令和２年度から令和 11 年度までの 10 年間を計画期間とする。計

画内容については、社会情勢の変化、施策効果に対する評価や事業の進捗状況等

を踏まえて、概ね５年毎に見直しを行うものとする。 

 

 

 

第２章 北秋田市の概況 

 １、北秋田市の人口・世帯数の推移 

平成 27 年の国勢調査による北秋田市の総人口は 33,224 人となっており、昭

和 60 年以降、年々減少しており、平成 7 年以降は 2,000 人前後、平成 22 年で

は約 3,500 人の減少となっている。人口増加率は平成 22 年と平成 27 年を比較

してみると 4.3％低下しており、さらに減少が進んでいる。 

計画期間 

概ね５年毎に見直し 令和 11 年度 令和２年度 



 

- 3 - 

総世帯数は 12,162 世帯、1 世帯当たりの世帯人員は 2.73 人となっており、世

帯数が平成 22 年から平成 27 年にかけて約 675 世帯が減少し、世帯人員も減少

している。 

 

表 北秋田市の人口及び世帯数 

昭和60年 平成２年 平成７年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年

人　　口（人） 49,356 46,660 44,794 42,050 40,049 36,387 33,224

増加率（％） 5.5% 4.0% 6.1% 4.8% 9.1% 8.7%

世帯数（世帯） 13,608 13,511 13,794 13,622 13,666 12,837 12,162

世帯人数（人） 3.63 3.45 3.25 3.09 2.93 2.83 2.73

北秋田市

 

 

図 北秋田市の人口及び世帯数の推移   資料：総務省「国勢調査」 

  

２、北秋田市の将来人口の推移 

 将来人口の推移では、北秋田市の人口は減少傾向が続くと推計されている。高齢人

口（65 歳以上）は増加傾向となっているのに対し、年少人口（15 歳未満）は減少傾

向となっており、今後も少子高齢化の進行が予測される。 

 特に 25 年後の令和 17 年には北秋田市の人口５割以上を高齢者層が占め、年少人口

は１割未満と予測されており、少子高齢化の深刻化が予測される。 
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表 北秋田市の将来人口の推移 

平成27年 令和２年 令和７年 令和12年 令和17年 令和22年 令和27年

北秋田市 33,224 30,046 26,930 23,928 21,112 18,420 15,877

うち15歳未満（人） 2,932 2,465 2,055 1,723 1,440 1,207 1,009

（％） 8.82% 8.20% 7.63% 7.20% 6.82% 6.55% 6.36%

うち65歳以上（人） 13,523 13,480 12,878 12,066 10,954 9,865 8,817

（％） 40.70% 44.86% 47.82% 50.43% 51.89% 53.56% 55.53%
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 北秋田市の将来人口の推移    

資料：国立社会保障・人口問題研究所資料「日本の市町村別将来人口の推移」 

 

 

 

 

割合（％） 人口（人） 



第３章　公営住宅等のストックの状況

　　１．市営住宅の管理状況

　【団地数】

　【住棟数】

　【住戸数】

　資料：北秋田市「北秋田市営住宅入居状況　（令和元年11月１日現在）

16%

25%

38%

22%

鷹巣地区

合川地区

森吉地区

阿仁地区

地区 団地数 割合

鷹巣地区 5 16%

合川地区 8 25%

森吉地区 12 38%

阿仁地区 7 22%

計 32 100%

31%

34%

22%

13%

鷹巣地区

合川地区

森吉地区

阿仁地区

地区 棟数 割合

鷹巣地区 87 31%

合川地区 95 34%

森吉地区 63 22%

阿仁地区 38 13%

計 283 100%

52%

22%

15%

12%

鷹巣地区

合川地区

森吉地区

阿仁地区

地域 戸数 割合

鷹巣地区 290 52%

合川地区 122 22%

森吉地区 82 15%

阿仁地区 68 12%

計 562 100%
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　構造別住戸数

　建築年別住戸数

　資料：北秋田市「北秋田市営住宅入居状況　（令和元年11月１日現在）

2%

25%

50%

9%

7%

7% 簡平

簡二

木平

木二

中層耐火

高層耐火

地域 簡平 簡二 木平 木二 中層耐火 高層耐火 計
0 118 92 0 40 40 290

0% 41% 32% 0% 14% 14% 100%

12 0 100 10 0 0 122

10% 0% 82% 8% 0% 0% 100%

0 0 53 29 0 0 82

0% 0% 65% 35% 0% 0% 100%

0 20 38 10 0 0 68

0% 29% 56% 15% 0% 0% 100%

12 138 283 49 40 40 562

2% 25% 50% 9% 7% 7% 100%
計

鷹巣地区

合川地区

森吉地区

阿仁地区

0%

32%

15%

4%4%

20%

8%

3% 7%

7%

S46～S50

S51～S55

S56～S60

S61～H2

H3～H7

H8～H12

H13～H17

H18～H22

0 50 100 150

S46～S50

S51～S55

S56～S60

S61～H2

H3～H7

H8～H12

H13～H17

H18～H22

H23～Ｈ27

H28～Ｈ31

鷹巣地区

合川地区

森吉地区

阿仁地区

地域 S46～S50 S51～S55 S56～S60 S61～H2 H3～H7 H8～H12 H13～H17 H18～H22 H23～Ｈ27 H28～Ｈ31 計

0 102 28 0 0 53 27 0 40 40 290

0% 35% 10% 0% 0% 18% 9% 0% 14% 14% 100%

0 39 40 10 0 26 2 5 0 0 122

0% 32% 33% 8% 0% 21% 2% 4% 0% 0% 100%

0 10 6 0 19 32 15 0 0 0 82

0% 12% 7% 0% 23% 39% 18% 0% 0% 0% 100%

0 30 9 12 4 0 0 13 0 0 68

0% 44% 13% 18% 6% 0% 0% 19% 0% 0% 100%

0 181 83 22 23 111 44 18 40 40 562

0% 32% 15% 4% 4% 20% 8% 3% 7% 7% 100%

阿仁地区

計

鷹巣地区

合川地区

森吉地区

0 50 100 150

簡平

簡二

木平

木二

中層耐火

高層耐火

阿仁地区

森吉地区

合川地区

鷹巣地区
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　住戸規模

　住戸タイプ別戸数

　資料：北秋田市「北秋田市営住宅入居状況　（令和元年11月１日現在）

12%

6%

48%

23%

5%
6%

30～40㎡

40～50㎡

50～60㎡

60～70㎡

70～80㎡

80㎡～

30～40㎡ 40～50㎡ 50～60㎡ 60～70㎡ 70～80㎡ 80㎡～ 計

0 0 0 0 0 0 0

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

0 0 129 52 0 0 181

0% 0% 71% 29% 0% 0% 100%

0 0 43 40 0 0 83

0% 0% 52% 48% 0% 0% 100%

0 0 0 16 6 0 22

0% 0% 0% 73% 27% 0% 100%

0 0 0 13 4 6 23

0% 0% 0% 57% 17% 26% 100%

16 14 59 1 12 21 123

13% 11% 48% 1% 10% 17% 100%

0 4 20 2 2 4 32

0% 13% 63% 6% 6% 13% 100%

0 0 9 2 7 0 18

0% 0% 50% 11% 39% 0% 100%

29 15 9 2 0 0 55

53% 27% 16% 4% 0% 0% 100%

21 1 2 1 0 0 25

84% 4% 8% 4% 0% 0% 100%

66 34 271 129 31 31 562

12% 6% 48% 23% 6% 6% 100%

H8～H12

H18～H22

H13～H17

H23～H28

計

S46～S50

S51～S55

S56～S60

S61～H2

H3～H7

H29～H31

12%

8%

8%

18%
29%

24%

1%

1DK

1LDK

2DK

2LDK

3DK

3LDK

4LDK

タイプ 戸数 割合

1DK 66 12%

1LDK 43 8%

2DK 44 8%

2LDK 104 19%

3DK 164 29%

3LDK 135 24%

4LDK 6 1%

計 562 100%
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２．入居者の状況
　入居世帯の地区別世帯構成
　・市営住宅の入居世帯は440世帯であり、南鷹巣団地が全体の入居世帯の26％を占める。
　・世帯構成では１人世帯が全体の半数を占め、２人世帯が２５％を占める割合となっている。

　　表　市営住宅の地区別入居世帯状況

　　図　市営住宅の地区別の世帯構成割合

　資料：北秋田市「北秋田市営住宅入居状況　（令和元年11月１日現在）

図 市営住宅全体の世帯構成割合

（世帯数） （％） 1人世帯 2人世帯 3人世帯 4人世帯 5人世帯以上

鷹巣地区 232 53% 135 60 27 10 0

合川地区 90 20% 40 20 15 11 4

森吉地区 68 15% 18 19 15 10 6

阿仁地区 50 11% 25 12 8 4 1

440 100% 218 111 65 35 11

- - (50%) (25%) (15%) (8%) (3%)
合計

団地・住宅名
入居世帯数 世帯員数

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

阿仁地区

森吉地区

合川地区

鷹巣地区

1人世帯 2人世帯 3人世帯 4人世帯 5人世帯以上

1人世帯
47%

2人世帯
24%

3人世帯
14%

4人世帯
7% 5人以上

8%
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　入居者の地区別年齢層
　・市営住宅の入居者数は835人で、南鷹巣団地が２割を占めている。
　・年齢層の割合では２０歳未満の未成年が２割、60歳以上は約３割を占めている。

　　表　市営住宅の地区別入居者状況（年齢層別）

　　図　市営住宅の地区別入居者状況（年齢層別）

　資料：北秋田市「北秋田市営住宅入居状況　（令和元年11月１日現在）

図 市営住宅全体の入居者状況（年齢層別）

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

阿仁地区

森吉地区

合川地区

鷹巣地区

未成年 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代 90代～

（人） （％） 未成年 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代 90代～ （人） （％）

鷹巣地区 376 45% 39 27 28 40 74 59 59 43 7 168 45%

合川地区 190 23% 51 9 17 36 27 23 22 5 0 50 26%

森吉地区 175 21% 55 12 27 29 25 16 8 3 0 27 15%

阿仁地区 94 11% 19 7 5 17 13 20 8 5 0 33 35%

835 100% 164 55 77 122 139 118 97 56 7 278 30%

- - (20%) (7%) (9%) (15%) (17%) (14%) (12%) (7%) (1%) - -
合計

団地・住宅名
入居者数 年齢別数 60歳以上

未成年
19%

20代
7%

30代
9%

40代
15%

50代
16%

60代
14%

70代
12%

80代
7%

90代～
1%
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　入居者世帯の地区別収入分位

　・地区別では鷹巣地区が収入分位Ⅰが８割と多くを占めている。

　　表　市営住宅の地区別収入分位の状況

　　図　市営住宅の地区別収入分位の割合

　資料：北秋田市「北秋田市営住宅入居状況　（令和元年11月１日現在）

　・市営住宅の入居世帯は440世帯で、市営住宅（特公賃、単独住宅を除いた住宅）の世帯の収
入分位の内訳は分位Ⅰ世帯が７割を占めている。

図 市営住宅全体の収入分位の割合

Ⅰ
73%

Ⅱ
7%

Ⅲ
5%

Ⅳ
2%

Ⅴ
4%

Ⅵ
2%

Ⅶ
4%

その他
3%

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ
0～

104,000

104,001～

123,000

123,001～

139,000

139,000～

158,000

158,001～

186,000

186,001～

214,000

214,001～

259,000

鷹巣地区 250 173 13 4 2 7 5 5 209 3 212

合川地区 116 64 4 6 2 3 2 6 87 3 90

森吉地区 63 40 7 8 2 4 2 1 64 3 67

阿仁地区 68 29 5 2 4 2 0 5 47 3 50

497 306 29 20 10 16 9 17 407 12 419

- (73%) (7%) (5%) (2%) (4%) (2%) (4%) (97%) (3%) (100%)

入居世帯

合計
（世帯）

市営住宅
管理戸数

合計

地区名

原則階級 裁量階層
原則階層

裁量階層
合計

その他一般
階層

（収入超過
者等）

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

阿仁地区

森吉地区

合川地区

鷹巣地区

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ その他
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51-55 S51～55年 22 94 66 28

55 S55 8 8 7 1

28Ａ、B H28 2 8 8 0

29A、B、C、D、E H29 5 11 11 0

30A、B、C H30 3 10 10 0

1A、B、C、D R元 4 11 11 0

56-57 S56～57 4 24 17 7

58 S58 4 4 3 1

高野尻団地 11～14 H11～14 33 40 39 1 2.5% 2.5%

宮前町団地 H27 1 40 40 0 0.0% 0.0%

単独 H9 1 40 20 20 50.0% 45.0% 政策空3戸

小計 87 290 232 58 20.0% 20.0% 19

52- S52 2 10 5 5

53- S53 10 10 2 8

明田団地 54-55 S54～55 19 19 16 3 15.8% 10.5% 政策空1戸

56-57 S56 18 18 13 5

57- S57 1 2 2 0

58- S58 10 10 7 3

松ヶ丘団地 60、元 S60、H元 15 15 12 3 20.0% 20.0%

下杉団地 S63 5 5 4 1 20.0% 0.0% 政策空1戸

11- H11 3 10 10 0

12- H12 2 10 9 1

13- H13 1 2 2 0

上杉駅前団地 H18 3 5 4 1 20.0% 20.0%

特公 上杉団地 H9 6 6 4 2 33.3% 33.3%

小計 95 122 90 32 26.2% 26.2% 19

長野岱団地 53、60 S53、60 16 16 15 1 6.3% 6.3%

陣場岱団地 3 - H3 3 3 2 1 33.3% 33.3%

松山町団地 H4 6 6 5 1 16.7% 16.7%

御嶽団地 H5 5 10 8 2 20.0% 20.0%

伊勢ノ森団地 H8 10 10 7 3 30.0% 20.0% 政策空1戸

上野第2団地 H10 4 4 4 0 0.0% 0.0%

伊勢ノ森第2団地 H10 4 4 3 1 25.0% 25.0%

冷水岱団地 H14 3 10 9 1 10.0% 10.0%

上野団地 H9 1 6 3 3 50.0% 33.3% 政策空1戸

陣場岱第2住宅 H10 2 4 3 1 25.0% 25.0%

諏訪岱団地 H11 4 4 4 0 0.0% 0.0%

米内沢駅前団地13 - H13 5 5 5 0 0.0% 0.0%

小計 63 82 68 14 17.1% 17.1% 2

東裏簡２団地 51-52 S51～52 5 20 14 6 30.0% 0.0% 政策空6戸

新町団地 S54 5 5 4 1 20.0% 20.0%

比立内団地 55-56 S55 10 10 8 2 20.0% 20.0%

三両団地 S57 4 4 4 0 0.0% 0.0%

上岱団地 1-2 S62 6 6 4 2 33.3% 33.3%

上新町団地 1、2 H元、H6 5 10 6 4 40.0% 40.0%

畑町団地 A、B、C H21～22 3 13 10 3 23.1% 23.1%

小計 38 68 50 18 26.5% 26.5% 6

283 562 440 122 21.7% 13.5% 政策空家46戸

公営住宅 264 497 401 96 19.3%

特定公共賃貸住宅 15 15 13 2 13.3%

市単独住宅 4 50 26 24 48.0%

資料：北秋田市「北秋田市営住宅入居状況」　（令和元年11月１日現在）

政策空14戸

政策空2戸

政策空13戸

政策空4戸

8団地

入居戸数 空き戸数

28.6%

10.6%

65.0%

26.7%

4.5%

21.4%

0.0%

13.3%

4.5%

備考

鷹巣

公営

南鷹巣団地

胡桃館団地

サンコーポラスなかたい住宅

5団地

地区 種別 住宅名 建設年度 棟　　数 管理戸数 空家率
空家率

（政策空家除
く）

20.4%

合計 32団地

表　市営住宅の入居状況

森吉

公営

単独

特公

12団地

阿仁
公営

7団地

合川

公営

鳥屋岱団地

林岱団地

田の沢団地
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第４章 長寿命化に関する基本方針 

１．ストックの状況把握及び日常的な維持管理方針 

・管理する公営住宅の整備・管理データを住棟単位で整理する。 

・公営住宅の定期点検を実施するとともに、予防保全的な維持管理を実施する。 

・公営住宅の住棟単位の修繕履歴データを整備し、随時、履歴を確認できる仕組み

を整理する。 

 

２．長寿命化及びライフサイクルコストの縮減に関する方針 

・対処療法型の維持管理から、予防保全的な維持管理及び耐久性の向上等を図る改

善を実施することによって、公営住宅等の長寿命化を図る。 

・仕様のアップグレード等による耐久性の向上、予防保全的な維持管理の実践によ

る修繕周期の延長などによってライフサイクルコストの縮減を図る。 

・修繕標準周期に先だって定期点検を充実し、建物の老朽化や劣化による事故等を

未然に防ぐとともに、修繕や改善の効率的な実施につなげる。 

・老朽化し、かつ需要増の見込めない団地については、他団地に集約化すると共に

解体をすすめ、管理コストの削減を図る。 

 

第５章 長寿命化の対象と事業手法の選定 

１．長寿命化を図るべき公営住宅等 

  公営住宅等長寿命化計画に位置づける対象住宅は、公営住宅・特定公共賃貸住

宅・単独住宅とする。また、当該住宅の入居者の共用施設についても、長寿命化

の対象とする。 

 

２．団地別・住棟別状況の把握 

本計画の対象である公営住宅等の団地及びその住棟について、下記①から③ま

での項目を調査する。 

（1）団地別・住棟別の基礎的項目 

【団地単位】 

基礎項目 項    目 

団地諸元 
団地名、所在地、住棟数、管理戸数、敷地面積 

入居者属性（入居者世帯の区分、年齢層の区分） 
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  【住棟単位】 

基礎項目 項    目 

住棟諸元 

住棟名、管理戸数、建設年度、構造形式（構造、階数、耐火区

分）、耐用年限、耐用年限の到来年数（経過年、残年数、超過年

数） 

 

 （２）団地別・住棟別活用手法の選定に必要な項目 

  【団地単位】 

評価項目 項   目 備 考 

需要 ・空家率 事業手法選定の１

次判定②-1 におい

て使用 
効率性 

・高度利用の可能性（用途地域、指定容積

率） 

・団地の敷地規模 

立地、周辺地

域の状況 

・利便性（公共交通機関、公益施設、生活

利便施設、教育施設からの距離） 

・高齢者支援施設、子ども支援施設等の状

況 

入居者属性 ・入居者の年齢、収入等 事業手法選定の 3

次判定④-1 におい

て使用 
団地単位での

効率的活用 
・改善・建替が混在する団地の有効活用 

集約・再編の

可能性 

・周辺道路の整備状況 

・仮住居の確保 

・地域単位での効率的な集約・再編の検討 

 

  【住棟単位】 

評価項目 評価要素 備 考 

耐用年限 
・耐用年限に対する経過年数、残年数、超

過年数 

事業手法選定の１

次判定②-2 におい

て使用 

躯体の安全性 

・耐震性（建設時期による新耐震基準への

適否、耐震診断による耐震性の有無、耐震

改修の実施可否） 

避難の安全性 
・二方向非難の確保状況（改善の可能性） 

・防火区画の確保状況（改善の可能性） 

居  住  性 

・住戸面積 

・省エネルギー性 

・バリアフリー性 

・住戸内の設備状況（浴室の設置状況） 
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（3）維持管理の計画に必要な項目 

  【団地単位】 

分 類 項   目   例 

現 

状 

共用施設 集会所、駐車場、駐輪場、児童遊園、広場、物置、ゴミ置き場等 

供給処理 給水方式、排水方式、受電方式、ガス方式、ＴＶ方式等 

その他 （必要に応じて） 

履 

歴 

点検履歴 法定点検（水質、浄化槽）（△年）、任意点検（△年）等 

修繕履歴 受水槽防水（△年）、給水ポンプ取替（△年）等 

改善履歴 集会所（△年）、駐車場（△年）、下水切替（△年）等 

 

  【住棟単位】 

分 類 項   目   例 

現 

状 

躯体・外装 
外壁、屋根防水、ﾊﾞﾙｺﾆｰ床、廊下・階段室床、ﾊﾞﾙｺﾆｰ手摺、廊下・

階段室手摺、窓ｻｯｼ、玄関扉等 

設備 給水管（屋外、竪管）、雑排水管、汚水管、雨水管、ガス管等 

機器 浴室タイプ、給湯器、流し台、洗面化粧台等 

受水槽 高置水槽等 

その他 （必要に応じて） 

履 

歴 

点検履歴 法定点検（ＥＶ、消火設備等）、任意点検（〇〇：△年）等 

修繕履歴 外壁塗装（△年）、給水管取替（△年）等 

改善履歴 増築（△年）、２戸１改善（△年）、ＥＶ設置（△年）等 

 下線：定期点検、日常点検の対象項目 

 

３．団地別・住棟別状況の活用計画 

 団地別・住棟別の基本的項目及び事業手法の選定に必要な項目について、団地・

住棟単位で整理する。 

＜公営住宅＞                    （単位：戸） 

対  象 合  計 

公営住宅管理戸数 ４９７戸 

 ・維持管理予定戸数 ３９７戸 

 うち修繕対応戸数 ３０５戸 

うち改善予定戸数 ９２戸 

・建替予定戸数 ６５戸 

・用途廃止予定戸数 ３５戸 

注１）計画期間後に建替予定である公営住宅は、本計画期間内には維持管理予定とす

る。 

注２）改善予定戸数については、全面的改善・個別改善の合計とする。 

注３）公営住宅以外の特定公共賃貸住宅及び単独住宅についても、公営住宅と同様に

上表の書式をもとに作成する。 
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＜特定公共賃貸住宅＞                （単位：戸） 

対  象 合  計 

特定公共賃貸住宅管理戸数 １５戸 

 ・維持管理予定戸数 １５戸 

 うち修繕対応戸数 6 戸 

うち改善予定戸数 9 戸 

 

＜単独住宅＞                    （単位：戸） 

対  象 合  計 

単独住宅管理戸数 ５０戸 

 ・維持管理予定戸数 ５０戸 

 うち修繕対応戸数 ４０戸 

うち改善予定戸数 １０戸 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 17 - 

４．団地別・住棟別状況の手法選定 

○手法選定のフロー 
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①公営住宅等の需要の見通しに基づく将来のストック量の推計【中長期】 

  公営住宅等の将来の見通しであるストック量の推計については、「ストック推計プログ

ラム（将来の「著しい困窮年収未満の世帯数」の推計）」を活用し、将来（30 年程度の

中長期）の時点における世帯数等の推計を基に、公営住宅の施策対象（本来階層及び裁

量階層）の世帯を推計し、そのうち自力で最低居住面積水準を達成することが著しく困

難な年収である世帯を推計する。推計結果については。２次判定③-2 において事業手法

の仮設定の判定に活用する。 

 

ストック推計の流れは、以下のステップ 0～3 となる。 

【ステップ０】事業主体単位の世帯数の推計（世帯主年齢５歳階級別世帯類型別） 

【ステップ１】借家世帯の世帯人員・収入分位別世帯数の推計  

【ステップ２】公営住宅収入基準を満たす世帯のうち「公営住宅の施策対象世帯数」の推計 

【ステップ 3】公営住宅の施策対象世帯のうち「著しい困窮年収未満の世帯数」の推計 

 

②１次判定：団地管理方針と住宅改善の必要性・可能性に基づく団地・住棟の事業

手法の仮設定 

②-1 団地敷地の現在の立地環境等の社会的特性を踏まえた管理方針 

１）団地敷地の現在の立地環境等の社会的特性を踏まえた管理方針の判定基準 

手法選定フロー及び下記の 1 次判定内容・選定基準に基づき、社会的特性を踏まえた管理

方針を団地単位で判定する。判定項目については需要・効率性・立地とし、躯体の耐用年数・

団地規模・地域バランスを考慮し「継続管理する団地」または「継続管理について判断を保

留する団地」の 2 つに判定する。 

判定 

段階 
判定項目 判定内容・選定基準 評価要素（○） 

１
次
判
定 

需要 

以下の基準を基に、需要について総合的に判定する。 

○団地ごとの空家率により判定。 

○団地内の空室数により判定。 

 

・家家率 20％以下か団地内

の空室が 5 室以内 

効率性 

以下の基準を基に、効率性について総合的に判定する。 

○高度利用の可能性として、団地に係る法規制（用途地域）によ

り判定（第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、以

外（用途地域無指定は除く）） 

○敷地が整形されているかによる判定。 

○団地の敷地規模等により高度利用の必要性及び可能性を判定

する。  

 

 

・第一種低層住居専用地域、

第二種低層住居専用地域、以

外（用途地域無指定は除く） 

・敷地が整形されている。 

・地敷地規模 2000 ㎡以上 

立地 

以下の基準を基に、立地について総合的に判定する。 

○公共交通機関・公共施設等への１㎞圏内 

○生活利便性施設への１㎞圏内 

○隣接する公営住宅の地域バランス（１㎞圏内） 

○災害危険区域等の内外 

 

・公共交通機関、施設、生活

利便性施設への１㎞圏内 

・近隣公営住宅が１㎞圏内 

・災害危険区域の区域外 

 

②-2 住棟の現在の物理的特性による改善の必要性・可能性 

１）住棟の躯体・避難の安全性に係る改善の必要性の判定基準 

手法選定フロー及び下記の 2 次判定内容・選定基準に基づき、躯体・避難の安全性、居住

性について改善の必要性の有無を住棟単位で判定する。 

住棟の改善の必要性・可能性として「改善不要」、「改善が必要」、「優先的な対応が必要（改
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善可能）」、「優先的な対応が必要（改善不可能）」の４区分に分類する。 

はじめに躯体の安全性・避難の安全性に関する評価を行い、優先的な対応の必要性につい

て改善可能か改善不可能か判定する。躯体の安全性・避難の安全性が確保されている住棟に

ついては、居住性に係る改善の必要性を判定し、改善が必要か改善が不要か判定する。 

判定 

段階 
判定項目 判定内容・選定基準 評価要素（○） 

２
次
判
定 

躯体の安全性 

以下の基準を基に、躯体の安全性について総合的に判定する。 

○昭和 56 年の建築基準法施工令（新耐震基準）に基づき設計・

施工された住棟 

 

・新耐震基準の住棟 

避難の安全性 

以下の基準を基に、避難の安全性について総合的に判定する。 

○ニ方向避難（住棟）防火区域確保の状況 

※未確保の場合、確保の必要がある住棟の場合には個別改善によ

り、二方向避難、防火区画を確保する。措置が可能な場合には、

居住性の判定を行い措置が不可能な場合は建替候補とする。 

 

・二方向避難可能 

・防火区域確保  

居住性 

以下の基準を基に、居住性について総合的に判定する。 

○住戸：最低居住面積水準（３人世帯で住戸面積 40 ㎡以上）に

ついて判定。 

○住戸内各部：浴室の有無、３箇所給湯（台所、風呂、洗面所）、

トイレ、シャワーの有無等で判定。 

○省エネルギー性として断熱性能について判定。 

○バリアフリー性として高齢化対応について判定。 

 

 

・３人世帯で 40 ㎡以上の住

戸面積 

・住戸内各部の設備の設置有 

・断熱性能の有 

・高齢化対応済みの住戸 

 

○１次判定結果（団地住棟の事業手法の仮設定） 

 ・②-1 および②-2 の検討結果を総合的に勘案し、事業手法を仮設定する。事業手法の定

まらない次の２グループの団地・住棟については、２次判定を行う。 

  ■A グループ：継続管理する団地のうち、「優先的な対応が必要（改善可能）」な団地、 

及び継続管理する団地のうち改善が必要な団地 

  ■B グループ：継続管理について判断を留保する団地 

 

■②-1 及び②-2 の検討結果に応じた事業手法の仮設定 

②-2

②-1

継続管理する団地 維持管理 改善、又は建替
優先的な改善、又
は優先的な建替

優先的な建替

継続管理について
判断を留保する団
地

維持管理、又は用
途廃止

改善、建替、又は
用途廃止

優先的な改善、優
先的な建替、又は
優先的な用途廃止

優先的な建替、又
は優先的な用途廃
止

改善不要 改善が必要
優先的な対応が必
要（改善可能）

優先的な対応が必
要（改善不可能）

■Bグループ
継続管理について判断を留保する団地

■Aグループ
継続管理する団地のうち、改善か建替か

の判断を留保する団地・住棟
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③２次判定：１次判定において事業手法・管理方針の判断を留保した団地・住棟の

事業手法の仮設定 

  １次判定において事業手法・管理方針の判断を留保した団地・住棟を対象として、以下

の２段階の検討から事業手法を仮設定する。 

 ③-1：ライフリサイクルコスト（LCC）比較や当面の建替事業量の試算を踏まえ事業手 

法の仮設定。 

・１次判定において、A グループと判定した団地・住棟について、改善事業を実施 

する場合と、建替事業を実施する場合のライフリササイクルコスト（LCC）比較や計画

期間内での建替事業試算により、事業手法を「改善」又は「建替」と仮設定させる。原

則、として、改善事業よりも建替事業を実施するほうかライフリサイクルコスト（LCC）

が縮減される場合は、事業手法を「建替」と仮設定する。 

 ・計画期間内の建替事業量試算による事業手法の仮設定は次の通り行う。  

1）②-1 において「継続管理する団地」、②-2 において「優先的な対応が必要（改善

可能）」又は「優先的な対応が必要（改善不可能）」と評価された住棟全てを計画期間

内に建替えると仮定して、建替事業量を試算する。  

2）予算及び人員体制等を踏まえ、計画期間内に実施可能な建替事業量を別途試算する。 

3）1）及び２）で試算した建替事業量を比較し、Ａグループ全てを、計画期間内に建

替えることが可能であるかを検討する。  

4）Ａグループ全てを建替えることが困難な場合は、一部又は全ての住棟の建替時期を

調整し、計画期間内における「優先的な建替」「優先的な改善」「建替」「改善」に分類

する。 

 

 ③-2：将来のストック量を踏まえた事業手法の仮設定 

 ・Ｂグループの団地を対象として、ストック推計を踏まえて将来的な活用の優先順位を

検討し、将来にわたって「継続管理する団地」とするのか、将来的には他団地との集約

等により用途廃止することを想定する「当面管理する団地（建替を前提としない）」とす

るのかの判定を行う。さらに、事業手法を仮設定する。  

・一方で、ストック推計や、将来における公的賃貸住宅・民間賃貸住宅等との役割分担

を検討した上で、公営住宅の新規整備についても検討を行う。 

 ・ストック推量を踏まえた管理方針等による事業手法の仮設定は次の通り行う。  

1）Ｂグループに該当する団地・住棟について、需要、効率性、立地等を勘案し、将   

来的な活用にあたっての優先順位を定める。  

2）現在の管理戸数と事業手法の選定フロー①で推計した将来のストック量を比較し、 

将来的なストックの過不足量を試算する。  

3）将来的にストックが余剰すると見込まれる場合は、１）で定めた優先順位の低い  

団地・住棟から、２）で試算した余剰分に見合う団地を「当面管理する団地（建替を

前提としない）」とする。 将来的にストックが不足すると見込まれる場合は、公営住

宅の新規整備について検討し、仮設定する。  

4）1 次判定における②-2 の物理的特性等に係る評価結果等を基に事業手法を仮設定

する。 
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○２次判定結果（団地・住棟の事業手法の仮設定） 

 ③-1 および③-2 の検討結果を総合的に勘案し、Ａグループ、Ｂグループの団地・住棟の

事業手法及び新規整備を仮設定する。  

■③-1 と③-2 の検討結果を踏まえた事業手法の仮設定 

優先的な対応が
必要（改善不可
能）

継続管理する団地 管理 建替
優先的な
改善

優先的な
建替

優先的な建替

当面管理する団地
（建替を前提とし
ない）

当面維持
管理

用途廃止
改善し当
面維持管
理

用途廃止

優先的に
改善し当
面維持管
理

優先的な
用途廃止

優先的な用途廃
止

改善が必要 改善不要 
優先的な対応が必要

（改善可能）

維持管理
新
規
整
備

 

④３次判定：計画期間における事業手法の決定  

３次判定においては、以下の４段階の検討により、計画期間に実施する事業手法を決定す

る。 

④-1：集約・再編等の可能性を踏まえた団地・住棟の事業手法の再判定。 

・１次、２次判定結果を踏まえ、集約や再編等の検討対象となり得る団地や、異なる

事業手法に判定された住棟が混在する団地等は、効率的な事業実施のため、必要に応

じて建替や改善等の事業手法を再判定する。  

・あわせて、効率的な事業実施や地域ニーズへの対応等の観点から総合的な検討を行

う。 

３
次
判
定 

団地単位での効

率的活用 

建替や改善が必要な複数の団地が近接して立地する場合は、団地相互の連携による、より効果

的なストック活用の可能性について検討。 

○団地相互での住替えにより、多様な世帯の混住や事業の平準化可能となる場合、仮住居の確

保や居住者の移転負担の軽減が可能となる場合は、整備時期の調整を図るなど複合的実施を検

討。 

○高度利用の可能性が低く、他の敷地での高度利用の可能性がある場合には、別の敷地での整

備（いわゆる非現地建替）を検討。 

集約・再編等の

可能性 

地域内において複数の団地が存在する場合等には、地域の実情を踏まえて、集約・再編等の可

能性を検討 

○小規模団地がある場合は、中規模団地へ集約し、有効利用を図ることを検討。 

仮住居の確保 

全面的改善もしくは建替の実施に際して必要となる仮住居の確保について検討。 

○仮住居の確保が困難な場合は、当面は維持保全を行い、同一団地内もしくは近隣における建

替事業等の実施スケジュールとの整合を図りつつ、全面的改善もしくは建替を行うことを検討。 

周辺道路の整備 

全面的改善もしくは建替の実施に際して必要となる大型工事車両等のアクセス道路の確保、資

材置き場の確保について検討。 

○幅員 6ｍ未満の道路でした接続されていない団地において、当該道路の拡幅整備の実施可能

時期を勘案しつつ、改善もしくは建替を行うことを検討。 

まちづくりの視

点から見た地域

整備への貢献 

周辺市街地における公益的施設等及び基盤施設の整備水準の向上の必要性が高い場合は、これ

らに配慮したストック活用の可能性を検討する。 

○周辺市街地において不足している公益的施設等の団地内における整備の検討。 

○団地及び周辺市街地に係る都市計画道路や公共下水道の整備計画がある場合は団地整備への

影響やそれらの整備時期を勘案し、団地整備時期等を検討。 

他の事業主体と

の連携 

他の事業主体との連携による効率的な手法の摘要について検討。 

○多様な世帯が居住する事により交流の促進の観点、土地の高度有効利用・敷地の整形化の観

点、団地の円滑化な更新の観点から、他事業主体の公共賃貸住宅との合築、土地交換、供給ス

ケジュールの検討、近隣、隣接団地での高齢者世帯・若年世帯の世帯構成のバランス調整等の

連携方策を検討。 
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④-2：事業費の試算及び事業実施時期の調整検討。 

・中長期的な期間（30 年程度）のうちに想定される新規整備事業、改善事業、建替

事業等に係る年度別事業費を試算し、今後の見通しを立てる。  

・事業量及び事業費が時期的に偏在する等、試算結果に問題がある場合は、将来にわ

たる事業実施が可能となるよう事業実施時期を調整して、改めて試算し問題がないか

確認を行う。  

・これらの検討により、新規整備事業、改善事業、建替事業等の実施時期を決定する

とともに、年度別事業費を試算する。 

④-3：長期的な管理の見通しの作成【30 年程度】 

・④-2 で決定した事業実施時期を基に、全団地・住棟の供用期間、事業実施時期の見

通しを示した概ね 30 年程度の長期的な管理の見通しを作成する。 

④-4 計画期間における事業手法の決定 

・長期的な管理の見通しに基づき、計画期間（10 年以上）内に実施を予定する事業

（新規整備、改善、建替、用途廃止）を決定する。  

・改善を実施する住棟は、住棟の物理的特性等を踏まえ、個別改善か全面的改善かを

決定する。 
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5．計画期間内の事業手法の選定結果 

①公営住宅等の需要の見通しに基づく将来のストック量の推計【中長期】

将来の「著しい困窮年収未満の世帯数」の推計結果（まとめ）
公営住宅施策対象世帯のうち「著しい困窮年収未満の世帯数」の推計

①著しい困窮年収未満の世帯の総数
2015

年度央

2020

年度央

2025

年度央

2030

年度央

2035

年度央

2040

年度央

著しい困窮年収未満の世帯数 750 643 544 459 389 327

②世帯人員別の著しい困窮年収未満の世帯
■世帯数

2015

年度央

2020

年度央

2025

年度央

2030

年度央

2035

年度央

2040

年度央

1人（60歳以上高齢者） 250 221 192 165 142 121

2人 209 179 153 130 109 91

3人 157 138 120 103 87 72

4人 110 86 66 51 43 36

5人 24 19 14 11 9 7

6人以上 0 0 0 0 0 0

合計 750 643 544 459 389 327

■構成割合

2015

年度央

2020

年度央

2025

年度央

2030

年度央

2035

年度央

2040

年度央

1人（60歳以上高齢者） 33.3% 34.3% 35.3% 36.0% 36.5% 37.0%

2人 27.8% 27.9% 28.1% 28.2% 28.0% 27.9%

3人 21.0% 21.4% 22.0% 22.4% 22.2% 22.1%

4人 14.6% 13.4% 12.0% 11.0% 10.9% 10.9%

5人 3.3% 3.0% 2.7% 2.4% 2.2% 2.1%

6人以上 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

合計 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
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②－１　１次判定：団地敷地の現在の立地環境等社会的特性を踏まえた管理方針

法規制 評価 敷地形状 評価 土地規模 評価 公共交通 評価 公益施設 評価
生活利便

施設
評価 教育施設 評価 近隣団地 評価 区域内 評価

南鷹巣団地 142 20.4
29

※14
× × 第一種中高層 ○ 整形 ○ 25,708.05 ○ ○ 圏外 × 圏内 ○ 圏外 × 圏外 × 無 ○ 外 ○ ○ ○ ○

胡桃館団地 28 28.6
8

※2
× × 第一種低層 × 整形 ○ 3,724.32 ○ ○ 圏外 × 圏内 ○ 圏外 × 圏内 ○ 無 ○ 外 ○ ○ ○ ○

高野尻団地 40 2.5 1 ○ ○ － ○ 整形 ○ 15,255.59 ○ ○ 圏外 × 圏外 × 圏外 × 圏外 × 無 ○ 外 ○ × ○ ○

宮前町団地 40 0.0 0 ○ ○ 第一種低層 × 整形 ○ 8,244.77 ○ ○ 圏外 × 圏外 × 圏内 ○ 圏内 ○ 無 ○ 外 ○ ○ ○ ○

単
独

住
宅

サンコーポラスな
かたい住宅

40 50.0
20
※3

× × 第一種低層 × 整形 ○ 3,834.86 ○ ○ 圏内 ○ 圏内 ○ 圏内 ○ 圏内 ○ 無 ○ 外 ○ ○ ○ ○

鳥屋岱団地 20 65.0
13

※13
× × － ○ 不整形 × 5,232.00 ○ ○ 圏内 ○ 圏内 ○ 圏内 ○ 圏外 × 無 ○ 外 ○ ○ ○ ○　政策空家

明田団地 19 15.8
3

※1
○ ○ － ○ 整形 ○ 6,124.99 ○ ○ 圏外 × 圏内 ○ 圏内 ○ 圏内 ○ 無 ○ 外 ○ ○ ○ ○

林岱団地 30 26.7
8

※4
× × － ○ 不整形 × 10,283.94 ○ ○ 圏外 × 圏外 × 圏外 × 圏外 × 無 ○ 外 ○ × × ○

松ヶ丘団地 15 20.0 3 ○ ○ － ○ 整形 ○ 3,370.88 ○ ○ 圏外 × 圏外 × 圏外 × 圏外 × 無 ○ 外 ○ × ○ ○

下杉団地 5 20.0
1

※1
○ ○ － ○ 不整形 × 1,659.75 × × 圏外 × 圏外 × 圏外 × 圏外 × 無 ○ 外 ○ × × ○

田の沢団地 22 4.5 1 ○ ○ － ○ 整形 ○ 3,281.44 ○ ○ 圏内 ○ 圏内 ○ 圏内 ○ 圏外 × 無 ○ 外 ○ ○ ○ ○

上杉駅前団地 5 20.0 1 ○ ○ － ○ 整形 ○ 2,100.00 ○ ○ 圏内 ○ 圏外 × 圏外 × 圏外 × 有
※特公賃

○ 外 ○ ○ ○ ○

特
公

賃
住

宅 上杉団地 6 33.3 2 ○ ○ － ○ 整形 ○ 3,277.62 ○ ○ 圏内 ○ 圏外 × 圏外 × 圏外 ×
有

※公営
○ 外 ○ ○ ○ ○

長野岱団地 16 6.3 1 ○ ○ － ○ 整形 ○ 4,821.00 ○ ○ 圏外 × 圏外 × 圏外 × 圏外 × 有 × 外 ○ × ○ ○

陣場岱団地 3 33.3 1 ○ ○ － ○ 不整形 × 1,451.00 ○ ○ 圏外 × 圏内 ○ 圏内 ○ 圏内 ○
有

※単独
○ 外 ○ ○ ○ ○

松山町団地 6 16.7 1 ○ ○ － ○ 不整形 × 1,552.78 ○ ○ 圏外 × 圏内 ○ 圏外 × 圏内 ○ 有 × 外 ○ ○ ○ ○

御嶽団地 10 20.0 2 ○ ○ － ○ 不整形 × 1,902.62 ○ ○ 圏外 × 圏外 × 圏外 × 圏外 × 無 ○ 外 ○ × × ○

伊勢ノ森団地 10 30.0
3

※1
○ ○ － ○ 不整形 × 3,978.58 ○ ○ 圏外 × 圏内 ○ 圏内 ○ 圏外 × 有 × 外 ○ ○ ○ ○

上野第２団地 4 0.0 0 ○ ○ － ○ 不整形 × 1,136.00 ○ ○ 圏内 ○ 圏内 ○ 圏内 ○ 圏外 × 有 × 外 ○ ○ ○ ○

伊勢ノ森第２団地 4 25.0 1 ○ ○ － ○ 整形 ○ 1,358.08 ○ ○ 圏外 × 圏内 ○ 圏内 ○ 圏外 × 有 × 外 ○ ○ ○ ○

冷水岱団地 10 10.0 1 ○ ○ － ○ 整形 ○ 2,115.68 ○ ○ 圏外 × 圏内 ○ 圏内 ○ 圏外 × 無 ○ 外 ○ ○ ○ ○

上野住宅 6 50.0
3

※1
○ ○ － ○ 不整形 × 1,136.00 ○ ○ 圏内 ○ 圏内 ○ 圏内 ○ 圏外 × 有 × 外 ○ ○ ○ ○

陣場岱第２住宅 4 25.0 1 ○ ○ － ○ 不整形 × 562.00 × × 圏外 × 圏内 ○ 圏外 × 圏内 ○ 有 × 外 ○ ○ ○ ○

諏訪岱団地 4 0.00 0 ○ ○ － ○ 整形 ○ 1,450.00 ○ ○ 圏外 × 圏内 ○ 圏内 ○ 圏外 × 有 × 外 ○ ○ ○ ○

米内沢駅前団地 5 0.00 0 ○ ○ － ○ 整形 ○ 1,828.19 ○ ○ 圏内 ○ 圏内 ○ 圏内 ○ 圏内 ○ 有 × 外 ○ ○ ○ ○

東裏簡２団地 20 30.0
6

※6
× × － ○ 整形 ○ 3,011.96 ○ ○ 圏外 × 圏内 ○ 圏内 ○ 圏内 ○ 有 × 外 ○ ○ ○ ○

新町団地 5 20.0 1 ○ ○ － ○ 不整形 × 1,577.61 ○ ○ 圏内 ○ 圏内 ○ 圏内 ○ 圏内 ○ 有 × 外 ○ ○ ○ ○

比立内団地 10 20.0 2 ○ ○ － ○ 整形 ○ 4,488.00 ○ ○ 圏内 ○ 圏内 ○ 圏内 ○ 圏内 ○ 無 ○ 外 ○ ○ ○ ○

三両団地 4 0.0 0 ○ ○ － ○ 不整形 × 1,708.14 ○ ○ 圏内 ○ 圏内 ○ 圏内 ○ 圏内 ○ 有 × 外 ○ ○ ○ ○

上岱団地 6 33.3 2 ○ ○ － ○ 不整形 × 2,356.03 ○ ○ 圏内 ○ 圏内 ○ 圏内 ○ 圏内 ○ 有 × 外 ○ ○ ○ ○

上新町団地 10 40.0 4 × × － ○ 不整形 × 3,103.00 ○ ○ 圏内 ○ 圏内 ○ 圏内 ○ 圏内 ○ 有 × 外 ○ ○ ○ ○

畑町団地 13 23.1 3 ○ ○ － ○ 整形 ○ 5,090.68 ○ ○ 圏内 ○ 圏内 ○ 圏内 ○ 圏内 ○ 有 × 外 ○ ○ ○ ○

562 122

高度利用の可能性

評価

■需要 ■効率性

合　　計

空家戸
数

※政策空家

評価

公
営
住
宅

単独
住宅

阿
仁
地
区

公
営
住
宅

特
公
賃
住

宅

森
吉
地
区

団地名 戸数

合
川
地
区

空家率％ 評価

鷹
巣
地
区

公
営
住
宅

公
営
住
宅

地区 種別
災害危険区域

■立地

判定
②-1

検討結果

生活利便性　　1,000ｍ圏内外 地域バランス

評価 継続管理する団地
継続管理について
判断を保留する団

地

-24-



②－１　団地敷地の現在の立地環境等社会的特性を踏まえた管理方針

災害危険区域

法規制 評価
敷地
形状

評価 土地規模 評価
公共交

通
評価

公益施
設

評価
生活利
便施設

評価
教育施

設
評価

近隣団
地

評価 評価

51- 2 S51 簡易耐火 準耐火 2階 45 43 2 －

52- 4 S52 簡易耐火 準耐火 2階 45 42 3 －

53- 5 S53 簡易耐火 準耐火 ２階 45 41 4 －

54- 6 S54 簡易耐火 準耐火 ２階 45 40 5 －

55- 4 S55 簡易耐火 準耐火 2階 45 39 6 －

55- 8 S55 木造 木造 １階 30 39 0 9

28A-

28B-

29A-

29B-

29C-

29D-

29E-

30A-

30B-

30C-

1A-

1B-

1C-

1D-

56- S56 簡易耐火 準耐火 ２階 45 38 7 －

57- S57 簡易耐火 準耐火 2階 45 37 8 －

58- S58 木造 木造 １階 30 36 0 6

11- H11 木造 木造 １階 30 20 10 －

12- H12 木造 木造 1階 30 19 11 －

13- H13 木造 木造 １階 30 18 12 －

14- H14 木造 木造 １階 30 17 13 －

宮前町団地 27 1 H27 RC造 中層耐火 ４階 70 4 66 － 40 0.0 0 ○
第一種
低層

× 整形 ○ 8,244.77 ○ ○ 圏外 × 圏外 × 圏内 ○ 圏内 ○ 無 ○ 外 ○ ○ ○ ○

単
独

住
宅

サンコーポラスな
かたい住宅

1 1 H9 RC造 高層耐火 ５階 70 22 48 － 40 50.0
20
※3

×
第一種
低層

× 整形 ○ 3,834.86 ○ ○ 圏内 ○ 圏内 ○ 圏内 ○ 圏内 ○ 無 ○ 外 ○ ○ ○ ○

52- S52 簡易耐火 準耐火 １階 45 42 3 －

53- S53 木造 木造 １階 30 41 0 11

54- S54 木造 木造 １階 30 40 0 10

55- S55 木造 木造 １階 30 39 0 9

56- S56 木造 木造 1階 30 38 0 8

57- S57 木造 木造 1階 30 37 0 7

57- S57 簡易耐火 木造 １階 45 37 8 －

58- S58 木造 木造 1階 30 36 0 6

元- H1 木造 木造 １階 30 30 0 －

60- S60 木造 木造 1階 30 34 0 4

下杉団地 5 S63 木造 木造 １階 30 31 0 1 5 20.0
1

※1
○ － ○ 不整形 × 1,659.75 × × 圏外 × 圏外 × 圏外 × 圏外 × 無 ○ 外 ○ × × ○

11- H11 木造 木造 １階 30 20 10 －

12- H12 木造 木造 2階 30 19 11 －

13- H13 木造 木造 １階 30 18 12 －

上杉駅前団地 3 H18 木造 木造 １階 30 13 17 － 5 20.0 1 ○ － ○ 整形 ○ 2,100.00 ○ ○ 圏内 ○ 圏外 × 圏外 × 圏外 × 有 ○ 外 ○ ○ ○ ○

特
公

賃
住

宅 上杉団地 6 6 H9 木造 木造 １階 30 22 8 － 6 33.3 2 ○ － ○ 整形 ○ 3,277.62 ○ ○ 圏内 ○ 圏外 × 圏外 × 圏外 × 有 ○ 外 ○ ○ ○ ○

53- S53 木造 木造 1階 30 41 0 11

60- S60 木造 木造 1階 30 34 0 4

陣場岱団地 3 - 3 H3 木造 木造 1階 30 28 2 － 3 33.3 1 ○ － ○ 不整形 × 1,451.00 × × 圏外 × 圏内 ○ 圏内 ○ 圏内 ○
有

※単独
○ 外 ○ ○ ○ ○

松山町団地 6 H4 木造 木造 2階 30 27 3 － 6 16.7 1 ○ － ○ 不整形 × 1,552.78 × × 圏外 × 圏内 ○ 圏外 × 圏内 ○ 有 × 外 ○ ○ ○ ○

御嶽団地 5 H5 木造 木造 1階 30 26 4 － 10 20.0 2 ○ － ○ 不整形 × 1,902.62 × × 圏外 × 圏外 × 圏外 × 圏外 × 無 ○ 外 ○ × × ○

伊勢ノ森団地 10 H8 木造 木造 2階 30 23 7 － 10 30.0
3

※1
○ － ○ 不整形 × 3,978.58 ○ ○ 圏外 × 圏内 ○ 圏内 ○ 圏外 × 有 × 外 ○ ○ ○ ○

上野第２団地 4 H10 木造 木造 1階 30 21 9 － 4 0.0 0 ○ － ○ 不整形 × 1,136.00 × × 圏内 ○ 圏内 ○ 圏内 ○ 圏外 × 有 × 外 ○ ○ ○ ○

伊勢ノ森第２団地 4 H10 木造 木造 1階 30 21 9 － 4 25.0 1 ○ － ○ 整形 ○ 1,358.08 × × 圏外 × 圏内 ○ 圏内 ○ 圏外 × 有 × 外 ○ ○ ○ ○

冷水岱団地 3 H14 木造 木造 1階 30 17 13 － 10 10.0 1 ○ － ○ 整形 ○ 2,115.68 ○ ○ 圏外 × 圏内 ○ 圏内 ○ 圏外 × 無 ○ 外 ○ ○ ○ ○

上野住宅 1 H9 木造 木造 1階 30 22 8 － 6 50.0
3

※1
○ － ○ 不整形 × 1,136.00 × × 圏内 ○ 圏内 ○ 圏内 ○ 圏外 × 有 × 外 ○ ○ ○ ○

陣場岱第２住宅 2 H10 木造 木造 1階 30 21 9 － 4 25.0 1 ○ － ○ 不整形 × 562.00 × × 圏外 × 圏内 ○ 圏外 × 圏内 ○ 有 × 外 ○ ○ ○ ○

諏訪岱団地 4 H11 木造 木造 2階 30 20 10 － 4 0.0 0 ○ － ○ 整形 ○ 1,450.00 × × 圏外 × 圏内 ○ 圏内 ○ 圏外 × 有 × 外 ○ ○ ○ ○

米内沢駅前団地 13 - 5 H13 木造 木造 2階 30 18 12 － 5 0.0 0 ○ － ○ 整形 ○ 1,828.19 × × 圏内 ○ 圏内 ○ 圏内 ○ 圏内 ○ 有 × 外 ○ ○ ○ ○

4821.00 ○ ○ 圏外－ ○ ○○ 整形 ○ × 圏外 ×

1

8
※4

× 圏外 × 圏外 × 有 × 外 ○

圏外 × 圏外 × 圏外 × 圏外

× 無圏外 × 圏外 × 圏外 × 圏外

×－ ○ 不整形 × 10283.94

○ 3370.88

○ ○

○ ○－ ○ 整形

×6 22 3281.44 ○ ○ 圏内 ○ 圏内 ○－ ○ 整形 ○ 圏外

圏内 ○ 圏内 ○ 圏内 ○ 無 ○ 外

－ ○ 不整形 × 5232.00 ○ ○ 圏内 ○

－ ○ 整形 ○ 6124.99 ○ ○ 圏外 ×

× ○ ○

空家
戸数

※政策空家

8
※2

整形 ○ 15255.59 ○

○

整形 ○

○
× 圏外 × 外 ○ × × ○

○ 圏外 × 圏外 × 圏外 × 外 ○

○

南鷹巣団地

28.6 ×
第
一
種

低
層

× 3724.32 ○ ○ 圏外

4 R1 30木造 木造 １階 0 30 －

3 H30

木造 １階

65.0
13

※13
×12 20

8

33 2.5 ○

28

40

26.7 ○

4.5 1 ○

30

20.0 3 ○

6.3 1 ○

15

16

19

29

15

16

30木造 木造 １階 1 29 －

19

合
川
地
区

公
営
住
宅

明田団地

林岱団地

田の沢団地

長野岱団地

単独
住宅

特
公

賃
住

宅

鳥屋岱団地

森
吉
地
区

公
営
住
宅

松ヶ丘団地

地区 種別

■需要

空家
率％

評価
団地名

■効率性

生活利便性　　1,000ｍ圏内外
評価

高度利用の可能性棟名 棟数
建築
年度

耐用
年数

構造型式 耐用年数

構造 耐火区分 階数
経過
年数

残年数
経過
年数

管理
戸数

検討結果

継続管
理団地

継続管
理保留
団地

評価

■立地

判定
②-1

○ 圏外 ×圏内 ○ 圏内

○

圏外 ×

外× 圏内 ○ 圏外 × 圏内 ○

地域バランス

無 ○

無 ○ ○

○ 外 ○ ○ ○

外 ○ ○ ○

外

○

○ ○ ○

無 ○

無

公
営
住
宅

鷹
巣
地
区

142 20.4
29

※14

第
一
種
中
高
層

× 整形 25,708.05

胡桃館団地

高野尻団地

2 H28 30木造 木造 １階 3 27 －

2 28

－ ○

5 H29 30木造
○○

○

－

15.8
3

※1
○

圏外 圏内× ○ 圏外 圏外×

圏内 ○

○ ×

無

○

○ ○ ○ ○

外 ○ × ○ ○

○
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災害危険区域

法規制 評価
敷地
形状

評価 土地規模 評価
公共交

通
評価

公益施
設

評価
生活利
便施設

評価
教育施

設
評価

近隣団
地

評価 評価

51- 2 S51 簡易耐火 準耐火 ２階 45 43 2 －

52- 3 S52 簡易耐火 準耐火 ２階 45 42 3 －

新町団地 5 S53 木造 木造 1階 30 41 0 11 5 20.0 1 ○ － ○ 不整形 × 1,577.61 × × 圏内 ○ 圏内 ○ 圏内 ○ 圏内 ○ 有 × 外 ○ ○ ○ ○

55- S55 木造 木造 1階 30 39 0 9

56- S56 木造 木造 1階 30 38 0 8

三両団地 4 S57 木造 木造 1階 30 37 0 7 4 0.0 0 ○ － ○ 不整形 × 1,708.14 × × 圏内 ○ 圏内 ○ 圏内 ○ 圏内 ○ 有 × 外 ○ ○ ○ ○

1 S62 木造 木造 ２階 30 32 0 2

2 S62 木造 木造 ２階 30 32 0 2

1 H1 木造 木造 ２階 30 30 0 －

2 H6 木造 木造 ２階 30 25 5 －

A-

B-

C- H22 木造 木造 1階 30 9 21 －

280 562 122

高度利用の可能性
評価

生活利便性　　1,000ｍ圏内外 地域バランス
評価

継続管
理団地

継続管
理保留
団地

■需要

判定
②-1

検討結果

10

13 外 ○

外 ○

外 ○

○

○

管理
戸数

■効率性 ■立地

有 ○ ○ ○3
H21 木造 木造 1階 30 10 20 －

×○ 圏内 ○ 圏内 ○ 圏内 ○ 圏内 ○23.1 3 ○ － ○ 整形 ○ 5,090.68 ○

○ 圏内 ○ 圏内 ○ 圏内 ○ 圏内 ○40.0 4 ○ － ○ 不整形 × 3,103.00 ○

○ 圏内 ○ 圏内 ○ 圏内

○ 外

○ 圏内 ○ 有33.3 2 ○ － ○ 不整形 × 2,356.03 ○

圏内 ○

20.0 2 ○ － ○ 整形 ○ 4,488.00 ○ ○ 圏内 ○ 圏内 ○ 圏内 ○ 圏内 ○ 無

外

○

－ ○ 整形 ○ 3,011.96 ○ ○ 圏外 ×30.0
6

※6
×20

空家
率％

空家
戸数

※政策空家

評価

5

6

棟名 棟数
建築
年度

構造型式

耐用
年数

耐用年数

構造 耐火区分 階数
経過
年数

残年数
経過
年数

10 10

6

畑町団地

合　　計

阿
仁
地
区

地区 種別 団地名

公
営
住
宅

東裏簡２団地

比立内団地

上岱団地

上新町団地

×

○ 有 × ○ ○

×

○ ○

○ ○ ○

有 ○ ○ ○

○ 圏内 ○ 圏内
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②－2住棟の現在の物理的特性による改善の必要性・可能性

耐火区
分

階数 評価 評価 評価 評価 評価
断熱性能

評価
住戸内の
段差解消

浴室・ト
イレの手

摺

共用部の
手摺

評価 浴室 浴槽 シャワー トイレ 給湯 評価

52- 1～16号 準耐火 2階 旧耐震 × 無 × 無 × 無 × 有 ○ 無 × × 54.9 2DK ○ 無 × 有 有 - ○ 有 無 無 汲取り 無 × 無 × × ○
優先的な改善、

又は建替

53- 1～28号 準耐火 2階 旧耐震 × 無 × 無 × 無 × 有 ○ 無 × × 58.5 2LDK ○ 無 × 有 有 - ○ 有 無 無 汲取り 無 × 無 × × ○
優先的な改善、

又は建替

54- 1～26号 準耐火 2階 旧耐震 × 無 × 無 × 無 × 有 ○ 無 × × 64.9 3LDK ○ 無 × 有 有 - ○ 有 無 無 汲取り 無 × 無 × × ○
優先的な改善、

又は建替

55- 1～16号 準耐火 2階 旧耐震 × 無 × 無 × 無 × 有 ○ 無 × × 64.9 3LDK ○ 無 × 有 有 - ○ 有 無 無 汲取り 無 × 無 × × ○
優先的な改善、

又は建替

55- 17～24号 木造 1階 旧耐震 × 無 × 無 × 有 ○ 有 ○ - ○ × 57.9 3DK ○ 無 × 有 有 - ○ 有 無 無 汲取り 無 × 無 × × ○
優先的な改善、

又は建替

28A- 1～4号 新耐震 ○ 有 ○ - ○ 有 ○ 有 ○ - ○ ○ 41.6 1DK ○ 有 ○ 有 有 有 ○ 有 UB 有 水洗 有 ○ - ○ ○ ○ 維持管理

28B- 1～4号 新耐震 ○ 有 ○ - ○ 有 ○ 有 ○ - ○ ○ 41.6 1DK ○ 有 ○ 有 有 有 ○ 有 UB 有 水洗 有 ○ - ○ ○ ○ 維持管理

29A- 1～2号 新耐震 ○ 有 ○ - ○ 有 ○ 有 ○ - ○ ○ 41.6 1DK ○ 有 ○ 有 有 有 ○ 有 UB 有 水洗 有 ○ - ○ ○ ○ 維持管理

29B- 1～2号 新耐震 ○ 有 ○ - ○ 有 ○ 有 ○ - ○ ○ 56.1 2LDK ○ 有 ○ 有 有 有 ○ 有 UB 有 水洗 有 ○ - ○ ○ ○ 維持管理

29C- 1号 新耐震 ○ 有 ○ - ○ 有 ○ 有 ○ - ○ ○ 56.1 2LDK ○ 有 ○ 有 有 有 ○ 有 UB 有 水洗 有 ○ - ○ ○ ○ 維持管理

29C- 2号 新耐震 ○ 有 ○ - ○ 有 ○ 有 ○ - ○ ○ 43.0 1DKW ○ 有 ○ 有 有 有 ○ 有 UB 有 水洗 有 ○ - ○ ○ ○ 維持管理

29C- 3号 新耐震 ○ 有 ○ - ○ 有 ○ 有 ○ - ○ ○ 39.7 1DK-2 ○ 有 ○ 有 有 有 ○ 有 UB 有 水洗 有 ○ - ○ ○ ○ 維持管理

29D- 1～2号 新耐震 ○ 有 ○ - ○ 有 ○ 有 ○ - ○ ○ 39.7 1DK-2 ○ 有 ○ 有 有 有 ○ 有 UB 有 水洗 有 ○ - ○ ○ ○ 維持管理

29E- 1～2号 新耐震 ○ 有 ○ - ○ 有 ○ 有 ○ - ○ ○ 39.7 1DK-2 ○ 有 ○ 有 有 有 ○ 有 UB 有 水洗 有 ○ - ○ ○ ○ 維持管理

30A- 1～4号 新耐震 ○ 有 ○ - ○ 有 ○ 有 ○ - ○ ○ 39.7 1DK-2 ○ 有 ○ 有 有 有 ○ 有 UB 有 水洗 有 ○ - ○ ○ ○ 維持管理

30B- 1～4号 新耐震 ○ 有 ○ - ○ 有 ○ 有 ○ - ○ ○ 39.7 1DK-2 ○ 有 ○ 有 有 有 ○ 有 UB 有 水洗 有 ○ - ○ ○ ○ 維持管理

30C- 1～2号 新耐震 ○ 有 ○ - ○ 有 ○ 有 ○ - ○ ○ 56.1 2LDK ○ 有 ○ 有 有 有 ○ 有 UB 有 水洗 有 ○ - ○ ○ ○ 維持管理

1A 1～4号 新耐震 ○ 有 ○ - ○ 有 ○ 有 ○ - ○ ○ 39.7 1DK-2 ○ 有 ○ 有 有 有 ○ 有 UB 有 水洗 有 ○ - ○ ○ ○ 維持管理

1B 1～3号 新耐震 ○ 有 ○ - ○ 有 ○ 有 ○ - ○ ○ 39.7 1DK-2 ○ 有 ○ 有 有 有 ○ 有 UB 有 水洗 有 ○ - ○ ○ ○ 維持管理

1C 1号 新耐震 ○ 有 ○ - ○ 有 ○ 有 ○ - ○ ○ 43.0 1DKW ○ 有 ○ 有 有 有 ○ 有 UB 有 水洗 有 ○ - ○ ○ ○ 維持管理

1C 2号 新耐震 ○ 有 ○ - ○ 有 ○ 有 ○ - ○ ○ 65.4 3LDK ○ 有 ○ 有 有 有 ○ 有 UB 有 水洗 有 ○ - ○ ○ ○ 維持管理

1D 1～2号 新耐震 ○ 有 ○ - ○ 有 ○ 有 ○ - ○ ○ 39.7 1DK-2 ○ 有 ○ 有 有 有 ○ 有 UB 有 水洗 有 ○ - ○ ○ ○ 維持管理

56- 1～12号 準耐火 1階 旧耐震 × 無 × 無 × 無 × 有 ○ 無 × × 64.9 3LDK ○ 無 × 有 有 - ○ 有 無 無 水洗 無 × 無 × × ○
優先的な改善、

又は建替

57- 1～12号 準耐火 1階 新耐震 ○ 有 ○ - ○ 無 × 有 ○ 無 × × 64.9 3LDK ○ 無 × 有 有 - ○ 有 無 無 水洗 無 × 無 × × ○
優先的な改善、

又は建替

58- 1～4号 木造 1階 新耐震 ○ 有 ○ - ○ 有 ○ 有 ○ - ○ ○ 62.1 3DK ○ 無 × 有 有 - ○ 有 無 無 水洗 無 × 無 × × ○ 改善

11- A01～06号 新耐震 ○ 有 ○ - ○ 有 ○ 有 ○ - ○ ○ 44.2 1LDK ○ 無 × 有 有 - ○ 有 UB 有 水洗 有 ○ - ○ ○ ○ 維持管理

11- B01～04号 新耐震 ○ 有 ○ - ○ 有 ○ 有 ○ - ○ ○ 58.9 2LDK ○ 無 × 有 有 - ○ 有 UB 有 水洗 有 ○ - ○ ○ ○ 維持管理

11- BO号 新耐震 ○ 有 ○ - ○ 有 ○ 有 ○ - ○ ○ 63.8 2LDK ○ 無 × 有 有 - ○ 有 UB 有 水洗 有 ○ - ○ ○ ○ 維持管理

11- C01・02号 新耐震 ○ 有 ○ - ○ 有 ○ 有 ○ - ○ ○ 71.6 3LDK ○ 無 × 有 有 - ○ 有 UB 有 水洗 有 ○ - ○ ○ ○ 維持管理

12- A07～10号 新耐震 ○ 有 ○ - ○ 有 ○ 有 ○ - ○ ○ 44.2 1LDK ○ 有 ○ 有 有 - ○ 有 UB 有 水洗 有 ○ - ○ ○ ○ 維持管理

12- B05～09号 新耐震 ○ 有 ○ - ○ 有 ○ 有 ○ - ○ ○ 58.9 2LDK ○ 有 ○ 有 有 - ○ 有 UB 有 水洗 有 ○ - ○ ○ ○ 維持管理

12- C03・04号 新耐震 ○ 有 ○ - ○ 有 ○ 有 ○ - ○ ○ 71.6 3LDK ○ 有 ○ 有 有 - ○ 有 UB 有 水洗 有 ○ - ○ ○ ○ 維持管理

13- C05号 新耐震 ○ 有 ○ - ○ 有 ○ 有 ○ - ○ ○ 71.6 3LDK ○ 有 ○ 有 有 - ○ 有 UB 有 水洗 有 ○ - ○ ○ ○ 維持管理

13- B10～14号 新耐震 ○ 有 ○ - ○ 有 ○ 有 ○ - ○ ○ 58.9 2LDK ○ 有 ○ 有 有 - ○ 有 UB 有 水洗 有 ○ - ○ ○ ○ 維持管理

13- A11～12号 新耐震 ○ 有 ○ - ○ 有 ○ 有 ○ - ○ ○ 44.2 1LDK ○ 有 ○ 有 有 - ○ 有 UB 有 水洗 有 ○ - ○ ○ ○ 維持管理

14- A13～14号 新耐震 ○ 有 ○ - ○ 有 ○ 有 ○ - ○ ○ 44.2 1LDK ○ 有 ○ 有 有 - ○ 有 UB 有 水洗 有 ○ - ○ ○ ○ 維持管理

14- B15～19号 新耐震 ○ 有 ○ - ○ 有 ○ 有 ○ - ○ ○ 58.9 2LDK ○ 有 ○ 有 有 - ○ 有 UB 有 水洗 有 ○ - ○ ○ ○ 維持管理

14- C06号 新耐震 ○ 有 ○ - ○ 有 ○ 有 ○ - ○ ○ 71.6 3LDK ○ 有 ○ 有 有 - ○ 有 UB 有 水洗 有 ○ - ○ ○ ○ 維持管理

27 101～104号 新耐震 ○ 有 ○ - ○ 有 ○ 有 ○ - ○ ○ 39.5 1DK ○ 有 ○ 有 有 有 ○ 有 UB 有 水洗 有 ○ - ○ ○ ○ 維持管理

27 105 新耐震 ○ 有 ○ - ○ 有 ○ 有 ○ - ○ ○ 64.4 3LDK ○ 有 ○ 有 有 有 ○ 有 UB 有 水洗 有 ○ - ○ ○ ○ 維持管理

27 106号、107号 新耐震 ○ 有 ○ - ○ 有 ○ 有 ○ - ○ ○ 39.5 1DK ○ 有 ○ 有 有 有 ○ 有 UB 有 水洗 有 ○ - ○ ○ ○ 維持管理

27 108号 新耐震 ○ 有 ○ - ○ 有 ○ 有 ○ - ○ ○ 42.9 1DKW ○ 有 ○ 有 有 有 ○ 有 UB 有 水洗 有 ○ - ○ ○ ○ 維持管理

27 201～204号 新耐震 ○ 有 ○ - ○ 有 ○ 有 ○ - ○ ○ 39.5 1DK ○ 有 ○ 有 有 有 ○ 有 UB 有 水洗 有 ○ - ○ ○ ○ 維持管理

27 205号、206号 新耐震 ○ 有 ○ - ○ 有 ○ 有 ○ - ○ ○ 54.2 2LDK ○ 有 ○ 有 有 有 ○ 有 UB 有 水洗 有 ○ - ○ ○ ○ 維持管理

27 207号 新耐震 ○ 有 ○ - ○ 有 ○ 有 ○ - ○ ○ 64.4 3LDK ○ 有 ○ 有 有 有 ○ 有 UB 有 水洗 有 ○ - ○ ○ ○ 維持管理

27 208号、209号 新耐震 ○ 有 ○ - ○ 有 ○ 有 ○ - ○ ○ 39.5 1DK ○ 有 ○ 有 有 有 ○ 有 UB 有 水洗 有 ○ - ○ ○ ○ 維持管理

27 210号 新耐震 ○ 有 ○ - ○ 有 ○ 有 ○ - ○ ○ 42.9 1DKW ○ 有 ○ 有 有 有 ○ 有 UB 有 水洗 有 ○ - ○ ○ ○ 維持管理

27 301～304号 新耐震 ○ 有 ○ - ○ 有 ○ 有 ○ - ○ ○ 39.5 1DK ○ 有 ○ 有 有 有 ○ 有 UB 有 水洗 有 ○ - ○ ○ ○ 維持管理

27 305号、306号 新耐震 ○ 有 ○ - ○ 有 ○ 有 ○ - ○ ○ 54.2 2LDK ○ 有 ○ 有 有 有 ○ 有 UB 有 水洗 有 ○ - ○ ○ ○ 維持管理

27 307～310号 新耐震 ○ 有 ○ - ○ 有 ○ 有 ○ - ○ ○ 39.5 1DK ○ 有 ○ 有 有 有 ○ 有 UB 有 水洗 有 ○ - ○ ○ ○ 維持管理

27 311 新耐震 ○ 有 ○ - ○ 有 ○ 有 ○ - ○ ○ 42.9 1DKW ○ 有 ○ 有 有 有 ○ 有 UB 有 水洗 有 ○ - ○ ○ ○ 維持管理

27 401～404号 新耐震 ○ 有 ○ - ○ 有 ○ 有 ○ - ○ ○ 39.5 1DK ○ 有 ○ 有 有 有 ○ 有 UB 有 水洗 有 ○ - ○ ○ ○ 維持管理

27 405号、406号 新耐震 ○ 有 ○ - ○ 有 ○ 有 ○ - ○ ○ 54.2 2LDK ○ 有 ○ 有 有 有 ○ 有 UB 有 水洗 有 ○ - ○ ○ ○ 維持管理

27 407～410号 新耐震 ○ 有 ○ - ○ 有 ○ 有 ○ - ○ ○ 39.5 1DK ○ 有 ○ 有 有 有 ○ 有 UB 有 水洗 有 ○ - ○ ○ ○ 維持管理

27 411号 新耐震 ○ 有 ○ - ○ 有 ○ 有 ○ - ○ ○ 42.9 1DKW ○ 有 ○ 有 有 有 ○ 有 UB 有 水洗 有 ○ - ○ ○ ○ 維持管理

単独
住宅

サンコーポラス
なかたい住宅

1 101～508号
高層耐

火
5階 新耐震 ○ 有 ○ - ○ 有 ○ 有 ○ - ○ ○ 53.0 3ＤＫ ○ 無 × 無 無 無 × 有 有 有 水洗 無 ○ 改善 × × ○ 改善

1階

木造

維持管理

１次判定結果
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判定結果②-2

改善
不要

改善
必要

優先的な
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可能）
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高野尻団地
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1階木造

中層耐
火
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木造

木造 1階

種別地区 部屋名棟名団地名
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積
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ニ方向避難 防火区画

■躯体の安全性

改善
の可
能性
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■避難の安全性

評価

■居住性

改善
の可
能性
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省エネルギー性 バリアフリー性 住戸内の設備状況改善
の可
能性

鷹
巣
地
区

公
営
住
宅

宮前町団地 4階

中層耐
火

胡桃館団地

1階

Aグループ Bグループ

木造 1階

木造
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耐火区
分

階数 評価 評価 評価 評価 評価
断熱性能

評価
住戸内の
段差解消

浴室・ト
イレの手

摺

共用部の
手摺

評価 浴室 浴槽 シャワー トイレ 給湯 評価

52- A01～05号 旧耐震 × 無 × 不可 × 有 ○ 有 ○ - ○ × 51.5 3DK ○ 無 × 無 無 - × 有 無 無 汲取り 無 × 無 × × ○
優先的な建

替、又は優先
的な用途廃止

52- B01～07号 旧耐震 × 無 × 無 × 有 ○ 有 ○ - ○ × 51.5 3DK ○ 無 × 無 無 - × 有 無 無 汲取り 無 × 無 × × ○
優先的な建

替、又は優先
的な用途廃止

53- 1～12号 木造 １階 旧耐震 × 無 × 無 × 有 ○ 有 ○ - ○ × 55.2 3DK ○ 無 × 無 無 - × 有 無 無 汲取り 無 × 無 × × ○
優先的な建

替、又は優先
的な用途廃止

54- 2～12 木造 １階 旧耐震 × 無 × 無 × 有 ○ 有 ○ - ○ × 57.9 3DK ○ 無 × 無 無 - × 有 無 無 水洗 無 × 無 × × ○
優先的な改善、

又は建替

55- 1～12号 木造 １階 旧耐震 × 無 × 無 × 有 ○ 有 ○ - ○ × 60.7 3DK ○ 無 × 無 無 - × 有 無 無 水洗 無 × 無 × × ○
優先的な改善、

又は建替

56- 1～12号 木造 １階 新耐震 ○ 有 ○ - ○ 有 ○ 有 ○ - ○ ○ 58.3 3DK ○ 無 × 無 無 - × 有 無 無 水洗 無 × 無 × × ○ 改善又は建替

57- 1～10号 木造 １階 新耐震 ○ 有 ○ - ○ 有 ○ 有 ○ - ○ ○ 58.3 3DK ○ 無 × 無 無 - × 有 無 無 水洗 無 × 無 × × ○ 改善又は建替

57- 11～12号
簡易耐

火
１階 新耐震 ○ 有 ○ - ○ 有 ○ 有 ○ - ○ ○ 69.7 2LDK ○ 無 × 有 有 有 ○ 有 有 無 水洗 無 ○ 無 ○ ○ ○ 改善又は建替

58- 1～12号 木造 １階 新耐震 ○ 有 ○ - ○ 有 ○ 有 ○ - ○ × 59.6 3DK ○ 無 × 無 無 - × 有 無 無 水洗 無 × 無 × × ○ 改善

元- 1～6号 木造 １階 新耐震 ○ 有 ○ - ○ 有 ○ 有 ○ - ○ ○ 68.7 3LDK ○ 無 × 無 無 - × 有 有 有 水洗 無 ○ - ○ ○ ○ 改善

60- 1～12号 木造 １階 新耐震 ○ 有 ○ - ○ 有 ○ 有 ○ - ○ × 62.9 3DK ○ 無 × 無 無 - × 有 無 無 水洗 無 × 無 × × ○ 改善

下杉団地 1～6号 木造 １階 新耐震 ○ 有 ○ - ○ 有 ○ 有 ○ - ○ ○ 67.0 3LDK ○ 無 × 無 無 - × 有 無 無 水洗 無 × 無 × × ○
優先的な建

替、又は優先
的な用途廃止

11- C01～03号 新耐震 ○ 有 ○ - ○ 有 ○ 有 ○ - ○ ○ 39.7 1LDK ○ 無 × 有 有 - ○ 有 UB 有 水洗 有 ○ - ○ ○ ○ 維持管理

11- A01～03号 新耐震 ○ 有 ○ - ○ 有 ○ 有 ○ - ○ ○ 39.7 1LDK ○ 無 × 有 有 - ○ 有 UB 有 水洗 有 ○ - ○ ○ ○ 維持管理

11- B01～04号 新耐震 ○ 有 ○ - ○ 有 ○ 有 ○ - ○ ○ 39.7 1LDK ○ 無 × 有 有 - ○ 有 UB 有 水洗 有 ○ - ○ ○ ○ 維持管理

12- D01、D04 新耐震 ○ 有 ○ - ○ 有 ○ 有 ○ - ○ ○ 58.5 2LDK ○ 有 ○ 有 有 - ○ 有 UB 有 水洗 有 ○ - ○ ○ ○ 維持管理

12- E01～04号 新耐震 ○ 有 ○ - ○ 有 ○ 有 ○ - ○ ○ 56.8 2LDK ○ 有 ○ 有 有 - ○ 有 UB 有 水洗 有 ○ - ○ ○ ○ 維持管理

12- D02～06号 新耐震 ○ 有 ○ - ○ 有 ○ 有 ○ - ○ ○ 57.9 2LDK ○ 有 ○ 有 有 - ○ 有 UB 有 水洗 有 ○ - ○ ○ ○ 維持管理

13- F01、F02 木造 １階 新耐震 ○ 有 ○ - ○ 有 ○ 有 ○ - ○ ○ 60.2 2LDK ○ 有 ○ 有 有 - ○ 有 UB 有 水洗 有 ○ - ○ ○ ○ 維持管理

上杉駅前団地 1～5 木造 １階 新耐震 ○ 有 ○ - ○ 有 ○ 有 ○ - ○ ○ 71.4 3LDK ○ 有 ○ 有 有 - ○ 有 UB 有 水洗 有 ○ - ○ ○ ○ 維持管理

A01、A02 新耐震 ○ 有 ○ - ○ 有 ○ 有 ○ - ○ ○ 104.3 4LDK ○ 無 × 有 有 - ○ 有 UB 有 水洗 有 ○ - ○ ○ ○ 維持管理

B01、B02 新耐震 ○ 有 ○ - ○ 有 ○ 有 ○ - ○ ○ 101.8 4LDK ○ 無 × 有 有 - ○ 有 UB 有 水洗 有 ○ - ○ ○ ○ 維持管理

C01、C02 新耐震 ○ 有 ○ - ○ 有 ○ 有 ○ - ○ ○ 81.1 4LDK ○ 無 × 有 有 - ○ 有 UB 有 水洗 有 ○ - ○ ○ ○ 維持管理

53- 1-10号 木造 1階 旧耐震 × 無 × 無 × 有 ○ 有 ○ - × × 55.1 3DK ○ 無 × 無 無 - × 有 有 有 水洗 無 ○ 無 × × ○
優先的な改善、

又は建替

60- 11～17号 木造 1階 新耐震 ○ 有 ○ - ○ 有 ○ 有 ○ - ○ ○ 58.8 2LDK ○ 無 × 無 無 - × 有 有 有 水洗 無 ○ 無 × × ○ 改善

陣場岱団地 3 - 1～3号 木造 1階 新耐震 ○ 有 ○ - ○ 有 ○ 有 ○ - ○ ○ 66.3 2LDK ○ 無 × 無 無 - × 有 有 無 汲取り 無 × 無 × × ○ 改善

松山町団地 1～6号 木造 2階 新耐震 ○ 有 ○ - ○ 有 ○ 有 ○ - ○ ○ 85.2 3LDK ○ 無 × 無 無 - × 有 有 有 水洗 無 ○ 無 × × ○ 改善

御嶽団地 1～10号 木造 1階 新耐震 ○ 有 ○ - ○ 有 ○ 有 ○ - ○ ○ 68.0 2LDK ○ 無 × 無 無 - × 有 UB 有 水洗 有 ○ 無 × × ○ 改善

伊勢ノ森団地 1～10号 木造 2階 新耐震 ○ 有 ○ - ○ 有 ○ 有 ○ - ○ ○ 83.4 3LDK ○ 無 × 無 無 - × 有 UB 有 水洗 有 ○ 有 × × ○ 改善

上野第２団地 A01～04号 木造 1階 新耐震 ○ 有 ○ - ○ 有 ○ 有 ○ - ○ ○ 74.6 3LDK ○ 無 × 無 無 - × 有 UB 有 水洗 有 ○ 有 × × ○ 改善

伊勢ノ森第２団地 B01～04号 木造 2階 新耐震 ○ 有 ○ - ○ 無 × 有 ○ 有 × × 79.2 3LDK ○ 無 × 無 無 - × 有 UB 有 水洗 有 ○ 有 × × ○ 改善

101、104号 新耐震 ○ 有 ○ - ○ 有 ○ 有 ○ - ○ ○ 59.4 2LDK ○ 有 ○ 有 有 - ○ 有 UB 有 水洗 有 ○ - ○ ○ ○ 維持管理

102、103号 新耐震 ○ 有 ○ - ○ 有 ○ 有 ○ - ○ ○ 59.4 1LDK ○ 有 ○ 有 有 - ○ 有 UB 有 水洗 有 ○ - ○ ○ ○ 維持管理

201、204号 新耐震 ○ 有 ○ - ○ 有 ○ 有 ○ - ○ ○ 59.4 2LDK ○ 有 ○ 有 有 - ○ 有 UB 有 水洗 有 ○ - ○ ○ ○ 維持管理

202、203号 新耐震 ○ 有 ○ - ○ 有 ○ 有 ○ - ○ ○ 59.4 1LDK ○ 有 ○ 有 有 - ○ 有 UB 有 水洗 有 ○ - ○ ○ ○ 維持管理

301、302号 新耐震 ○ 有 ○ - ○ 有 ○ 有 ○ - ○ ○ 59.4 2LDK ○ 有 ○ 有 有 - ○ 有 UB 有 水洗 有 ○ - ○ ○ ○ 維持管理

上野住宅 1～6号 木造 1階 新耐震 ○ 有 ○ - ○ 無 × 有 ○ 有 × × 31.3 1LDK ○ 無 × 無 無 - × 有 有 無 水洗 無 ○ 有 × × ○ 改善又は建替

陣場岱第２住宅 1～4号 木造 1階 新耐震 ○ 有 ○ - ○ 無 × 有 ○ 有 × × 46.7 1LDK ○ 無 × 無 無 - × 有 有 有 汲取り 有 ○ 有 × × ○ 改善

諏訪岱団地 1～4号 木造 2階 新耐震 ○ 有 ○ - ○ 無 × 有 ○ 有 × × 86.1 3LDK ○ 無 × 無 無 - × 有 UB 有 水洗 有 ○ 有 × × ○ 改善

米内沢駅前団地 13 - 1～5号 木造 2階 新耐震 ○ 有 ○ - ○ 無 × 有 ○ 有 × × 93.5 3LDK ○ 有 ○ 無 無 - × 有 UB 有 水洗 有 ○ 有 ○ × ○ 改善

51- 1～10号 準耐火 ２階 旧耐震 × 無 × 無 × 無 × 有 ○ 無 × × 54.9 2DK ○ 無 × 有 有 - ○ 有 有 無 水洗 無 ○ 無 ○ × ○
優先的な改善、

又は建替

52- 11～20号 準耐火 ２階 旧耐震 × 無 × 無 × 無 × 有 ○ 無 × × 54.9 2DK ○ 無 × 有 有 - ○ 有 有 無 水洗 無 ○ 無 ○ × ○
優先的な改善、

又は建替

新町団地 1～5号 木造 1階 旧耐震 × 無 × 無 × 有 ○ 有 ○ - ○ × 54.3 3DK ○ 無 × 無 無 - × 有 有 無 水洗 無 ○ 無 × × ○
優先的な建

替、又は優先
的な用途廃止

55- 1～5号 木造 1階 旧耐震 × 無 × 無 × 有 ○ 有 ○ - ○ × 57.1 3DK ○ 無 × 無 無 - × 有 有 無 汲取り 無 × 無 × × ○
優先的な改善、

又は建替

56- 6～10号 木造 1階 新耐震 ○ 有 ○ - ○ 有 ○ 有 ○ - ○ ○ 57.1 3DK ○ 無 × 無 無 - × 有 有 無 汲取り 無 × 無 × × ○
優先的な改善、

又は建替

三両団地 1～4号 木造 1階 新耐震 ○ 有 ○ - ○ 有 ○ 有 ○ - ○ ○ 58.1 3DK ○ 無 × 無 無 - × 有 有 無 水洗 無 ○ 無 × × ○ 改善

1 101～103号 木造 新耐震 ○ 有 ○ - ○ 有 ○ 有 ○ - ○ ○ 67.9 3DK ○ 無 × 無 無 - × 有 有 無 水洗 無 ○ 無 × × ○ 改善

2 201～203号 新耐震 ○ 有 ○ - ○ 有 ○ 有 ○ - ○ ○ 63.7 3DK ○ 無 × 無 無 - × 有 有 無 水洗 無 ○ 無 × × ○ 改善

1 101～106号 木造 ２階 新耐震 ○ 有 ○ - ○ 有 ○ 有 ○ - ○ ○ 75.8 3LDK ○ 無 × 無 無 - × 有 有 無 水洗 無 ○ 無 × × ○ 改善

2 107～110号 ２階 新耐震 ○ 有 ○ - ○ 有 ○ 有 ○ - ○ ○ 79.8 3LDK ○ 無 × 無 無 - × 有 UB 無 水洗 有 ○ 無 × × ○ 改善

優先的な
対応が必
要（改善
可能）

優先的な
対応が必
要（改善
不可能）

維持管理

１次判定結果

評価

判定結果②-2

改善
不要

改善
必要

省エネルギー性 バリアフリー性 住戸内の設備状況
評価

２階

■避難の安全性

１階

改善
の可
能性

評価

耐震基準 耐震性 ニ方向避難 防火区画
改善
の可
能性

評価
棟名種別

耐用年数

１階

地区 団地名 部屋名

１階

合
川
地
区

森
吉
地
区

特公賃
住宅

単独
住宅

公
営
住
宅

鳥屋岱団地

明田団地

木造 1階冷水岱団地

上岱団地

比立内団地

公
営
住
宅

阿
仁
地
区

東裏簡２団地

上新町団地

木造

林岱団地

松ヶ丘団地

田の沢団地

特公
賃住
宅

上杉団地

公
営
住
宅

長野岱団地

木造 2階

木造

Aグループ Bグループ

■躯体の安全性 ■居住性

専用面
積

（㎡）
間取り

改善
の可
能性

評価

準耐火
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耐火区
分

階数 評価 評価 評価 評価 評価
断熱性能

評価
住戸内の
段差解消

浴室・ト
イレの手

摺

共用部の
手摺

評価 浴室 浴槽 シャワー トイレ 給湯 評価

A- 1号 木造 新耐震 ○ 有 ○ - ○ 有 ○ 有 ○ - ○ ○ 63.1 2LDK ○ 有 ○ 有 有 有 ○ 有 UB 有 水洗 有 ○ - ○ ○ ○ 維持管理

A- 2、3号 新耐震 ○ 有 ○ - ○ 有 ○ 有 ○ - ○ ○ 50.5 1LDK ○ 有 ○ 有 有 有 ○ 有 UB 有 水洗 有 ○ - ○ ○ ○ 維持管理

A- 4号 新耐震 ○ 有 ○ - ○ 有 ○ 有 ○ - ○ ○ 63.1 2LDK ○ 有 ○ 有 有 有 ○ 有 UB 有 水洗 有 ○ - ○ ○ ○ 維持管理

B- 1～5号 木造 新耐震 ○ 有 ○ - ○ 有 ○ 有 ○ - ○ ○ 50.5 1LDK ○ 有 ○ 有 有 有 ○ 有 UB 有 水洗 有 ○ - ○ ○ ○ 維持管理

B- 2～5号 新耐震 ○ 有 ○ - ○ 有 ○ 有 ○ - ○ ○ 50.5 1LDK ○ 有 ○ 有 有 有 ○ 有 UB 有 水洗 有 ○ - ○ ○ ○ 維持管理

C- 1号 木造 新耐震 ○ 有 ○ - ○ 有 ○ 有 ○ - ○ ○ 70.8 3LDK ○ 有 ○ 有 有 有 ○ 有 UB 有 水洗 有 ○ - ○ ○ ○ 維持管理

C- 2号、3号 新耐震 ○ 有 ○ - ○ 有 ○ 有 ○ - ○ ○ 50.5 1LDK ○ 有 ○ 有 有 有 ○ 有 UB 有 水洗 有 ○ - ○ ○ ○ 維持管理

C- 4号 木造 新耐震 ○ 有 ○ - ○ 有 ○ 有 ○ - ○ ○ 70.8 3LDK ○ 有 ○ 有 有 有 ○ 有 UB 有 水洗 有 ○ - ○ ○ ○ 維持管理

維持管理

１次判定結果

評価

判定結果②-2

改善
不要

改善
必要

優先的な
対応が必
要（改善
可能）

優先的な
対応が必
要（改善
不可能）

評価

阿
仁
地
区

地区 種別

畑町団地

公
営
住
宅

耐用年数

1階

1階

1階

団地名 棟名 部屋名 改善
の可
能性

評価
改善
の可
能性

評価

耐震基準 耐震性 ニ方向避難 防火区画

■躯体の安全性 ■避難の安全性

Aグループ Bグループ
改善
の可
能性

評価

省エネルギー性 バリアフリー性 住戸内の設備状況専用面
積

（㎡）
間取り

■居住性
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○１次判定結果（団地住棟の事業手法の仮設定） ○２次判定結果（一時判定で事業手法・管理方針の判断を保留した団地・住棟の事業手法の仮設定）

１次判定結果

需要 効率性 立地 優先順位 管理戸数
将来のストック

数 過不足

52- A01～05号 ○
優先的な建替、又は
優先的な用途廃止

52- B01～07号 ○
優先的な建替、又は
優先的な用途廃止

53- 1～12号 ○
優先的な建替、又は
優先的な用途廃止

下杉団地 1～6号 ○ ○
優先的な建替、又は
優先的な用途廃止

○ × × 3 5 459 過
優先的な用途廃

止

阿
仁

地
区

新町団地 1～5号 ○ ○
優先的な建替、又は
優先的な用途廃止

○ × ○ 2 5 459 過
優先的な用途廃

止

１次判定結果

継続管理団地
継続管理保留

団地
改善不要 改善必要

優先的な対
応が必要
（改善可

優先的な対
応が必要

（改善不可
Aグループ 判定 改善 建替

優先的な改
善

優先的な建
替

継続管理する団
地

当面管理する団地
（建替を前提とし
ない）

新規整備

51- 7～14号 ○ 優先的な建替 ○ 優先的な建替

52- 1～16号 ○ 優先的な建替 ○ 優先的な建替

53- 1～28号 ○ 優先的な建替 ○ 優先的な建替

54- 1～26号 ○ 優先的な建替 ○ 優先的な建替

55- 1～16号 ○ 優先的な建替 ○ 優先的な建替

55- 17～24号 ○ 優先的な建替 ○ 優先的な建替

28A- 1～4号 ○ 維持管理 維持管理

28B- 1～4号 ○ 維持管理 維持管理

29A- 1～2号 ○ 維持管理 維持管理

29B- 1～2号 ○ 維持管理 維持管理

29C- 1号 ○ 維持管理 維持管理

29C- 2号 ○ 維持管理 維持管理

29C- 3号 ○ 維持管理 維持管理

29D- 1～2号 ○ 維持管理 維持管理

29E- 1～2号 ○ 維持管理 維持管理

30A- 1～4号 ○ 維持管理 維持管理

30B- 1～4号 ○ 維持管理 維持管理

30C- 1～2号 ○ 維持管理 維持管理

1A 1～4号 ○ 維持管理 維持管理

1B 1～3号 ○ 維持管理 維持管理

1C 1号 ○ 維持管理 維持管理

1C 2号 ○ 維持管理 維持管理

1D 1～2号 ○ 維持管理 維持管理

56- 1～12号 ○ 優先的な建替 ○ 優先的な建替

57- 1～12号 ○ 優先的な建替 ○ 優先的な建替

58- 1～4号 ○ 改善
優先的な改

善
○ 優先的な改善

11- A01～06号 ○ 維持管理

11- B01～04号 ○ 維持管理

11- BO号 ○ 維持管理

11- C01・02号 ○ 維持管理

12- A07～10号 ○ 維持管理

12- B05～09号 ○ 維持管理

12- C03・04号 ○ 維持管理

13- C05号 ○ 維持管理

13- B10～14号 ○ 維持管理

13- A11～12号 ○ 維持管理

14- A13～14号 ○ 維持管理

14- B15～19号 ○ 維持管理

14- C06号 ○ 維持管理

2次判定結果

維持管理

改善事業と建替事業との比
較

③-1　Aグループの判定

計画期間内に建替実施が不可能
なため、改善を実施する。

459 過20

③-2　Bグループの判定

継続管理する団
地

優先的な用途廃
止

Bグループ

③-1　検討結果

合
川
地
区

改善必要

優先的な対
応が必要
（改善可

能）

優先的な対
応が必要

（改善不可
能）

× ○ ○ 1

将来的な活用

2次判定結果

将来のストックの過不足量 当面管理する団地
（建替を前提とし
ない）

新規整備
地区 種別 団地名 棟名 継続管理保留

団地

胡桃館団地

高野尻団地

○

地区 種別 団地名 棟名 部屋名

公
営
住
宅

鷹
巣
地
区

南鷹巣団地

判定結果②-2

判定結果②-2

鳥屋岱団地 ○

改善不要
部屋名

②-1　検討結果

○

②-1　検討結果

○

継続管理団地

公
営
住
宅
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○１次判定結果（団地住棟の事業手法の仮設定） ○２次判定結果（一時判定で事業手法・管理方針の判断を保留した団地・住棟の事業手法の仮設定）

１次判定結果

継続管理団地
継続管理保留

団地
改善不要 改善必要

優先的な対
応が必要
（改善可

能）

優先的な対
応が必要

（改善不可
能）

Aグループ 判定 改善 建替
優先的な改

善
優先的な建

替
継続管理する団

地

当面管理する団地
（建替を前提とし
ない）

新規整備

27 101～104号 ○ 維持管理

27 105 ○ 維持管理

27 106号、107号 ○ 維持管理

27 108号 ○ 維持管理

27 201～204号 ○ 維持管理

27 205号、206号 ○ 維持管理

27 207号 ○ 維持管理

27 208号、209号 ○ 維持管理

27 210号 ○ 維持管理

27 301～304号 ○ 維持管理

27 305号、306号 ○ 維持管理

27 307～310号 ○ 維持管理

27 311 ○ 維持管理

27 401～404号 ○ 維持管理

27 405号、406号 ○ 維持管理

27 407～410号 ○ 維持管理

27 411号 ○ 維持管理

単独
住宅

サンコーポラス
なかたい住宅

1 101～508号 ○ ○ 改善 改善 ○ 改善

54- 2～12 ○ 優先的な建替 優先的な建替

55- 1～12号 ○ 優先的な建替 優先的な建替

56- 1～12号 ○ 改善又は建替 改善又は建替

57- 1～10号 ○ 改善又は建替 改善又は建替

57- 11～12号 ○ 改善又は建替 改善又は建替

58- 1～12号 ○ 改善
優先的な

改善
○ 優先的な改善

元- 1～6号 ○ 改善 改善 ○ 改善

60- 1～12号 ○ 改善 改善 ○ 改善

11- C01～03号 ○ 維持管理 維持管理

11- A01～03号 ○ 維持管理 維持管理

11- B01～04号 ○ 維持管理 維持管理

12- D01、D04 ○ 維持管理 維持管理

12- E01～04号 ○ 維持管理 維持管理

12- D02～06号 ○ 維持管理 維持管理

13- F01、F02 ○ 維持管理 維持管理

上杉駅前団地 1～5 ○ ○ 維持管理 維持管理

A01、A02 ○ 維持管理 維持管理

B01、B02 ○ 維持管理 維持管理

C01、C02 ○ 維持管理 維持管理

地区 種別 団地名

特公
賃住
宅

上杉団地

合
川
地
区

公
営
住
宅

明田団地

林岱団地

松ヶ丘団地

鷹
巣
地
区

○

計画期間内に建替実施が不可能
なため、改善を実施する。

計画期間内に建替施行要件の
35年以上経過しないため建替
対象外

○

③-1　Aグループの判定 ③-1　検討結果

維持管理

2次判定結果

改善事業と建替事業との比
較

計画期間内に建替実施が不可能
なため、改善を実施する。

田の沢団地

棟名 部屋名

②-1　検討結果

宮前町団地

○

○

○

○

判定結果②-2

○

○

公
営
住
宅
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○１次判定結果（団地住棟の事業手法の仮設定） ○２次判定結果（一時判定で事業手法・管理方針の判断を保留した団地・住棟の事業手法の仮設定）

１次判定結果

継続管理団地
継続管理保留

団地
改善不要 改善必要

優先的な対
応が必要
（改善可

能）

優先的な対
応が必要

（改善不可
能）

Aグループ 判定 改善 建替
優先的な改

善
優先的な建

替
継続管理する団

地

当面管理する団地
（建替を前提とし
ない）

新規整備

53- 1-10号 ○ 優先的な建替 ○ 優先的な建替

60- 11～17号 ○ 改善 改善 ○ 改善

陣場岱団地 3 - 1～3号 ○ ○ 改善 改善 ○ 改善

松山町団地 1～6号 ○ ○ 改善 改善 ○ 改善

御嶽団地 1～10号 ○ ○ 改善 改善 ○ 改善

伊勢ノ森団地 1～10号 ○ ○ 改善 改善 ○ 改善

上野第２団地 A01～04号 ○ ○ 改善 改善 ○ 改善

伊勢ノ森第２団地 B01～04号 ○ ○ 改善 改善 ○ 改善

101、104号 ○ 維持管理 維持管理

102、103号 ○ 維持管理 維持管理

201、204号 ○ 維持管理 維持管理

202、203号 ○ 維持管理 維持管理

301、302号 ○ 維持管理 維持管理

上野住宅 1～6号 ○ ○ 改善又は建替 改善 ○ 改善

陣場岱第２住宅 1～4号 ○ ○ 改善 改善 ○ 改善

諏訪岱団地 1～4号 ○ ○ 改善 改善 ○ 改善

米内沢駅前団地 13 - 1～5号 ○ ○ 改善 改善 ○ 改善

51- 1～10号 ○ 優先的な建替

52- 11～20号 ○ 優先的な建替

55- 1～5号 ○ 優先的な建替

56- 6～10号 ○ 優先的な建替

三両団地 1～4号 ○ ○ 改善
優先的な

改善
○ 優先的な改善

1 101～103号 ○ 改善 改善

2 201～203号 ○ 改善 改善

1 101～106号 ○ 改善 改善

2 107～110号 ○ 改善 改善

A- 1号 ○ 維持管理 維持管理

A- 2、3号 ○ 維持管理 維持管理

A- 4号 ○ 維持管理 維持管理

B- 1～5号 ○ 維持管理 維持管理

B- 2～5号 ○ 維持管理 維持管理

C- 1号 ○ 維持管理 維持管理

C- 2号、3号 ○ 維持管理 維持管理

C- 4号 ○ 維持管理 維持管理

判定結果②-2 ③-1　Aグループの判定 ③-1　検討結果 2次判定結果

改善事業と建替事業との比
較

○

改善 ○

改善

優先的な建替

○ 優先的な建替

○

計画期間内に建替施行要件の
34年以上経過しないため建替
対象外

計画期間内に建替施行要件の
35年以上経過しないため建替
対象外

計画期間内に建替施行要件の
35年以上経過しないため建替
対象外

計画期間内に建替施行要件の
35年以上経過しないため建替
対象外

計画期間内に建替実施が不可能
なため、改善を実施する。

計画期間内に建替施行要件の
35年以上経過しないため建替
対象外

計画期間内に建替施行要件の
35年以上経過しないため建替
対象外

計画期間内に建替施行要件の
35年以上経過しないため建替
対象外

計画期間内に建替施行要件の
35年以上経過しないため建替
対象外

計画期間内に建替施行要件の
35年以上経過しないため建替
対象外

計画期間内に建替施行要件の
35年以上経過しないため建替
対象外

計画期間内に建替施行要件の
35年以上経過しないため建替
対象外

計画期間内に建替施行要件の
35年以上経過しないため建替
対象外

計画期間内に建替施行要件の
35年以上経過しないため建替
対象外

上新町団地

団地名 棟名 部屋名

②-1　検討結果

長野岱団地

冷水岱団地

地区 種別

単独
住宅

特公賃
住宅

○

○

公
営
住
宅

阿
仁
地
区

○

○

○

○

○

畑町団地

東裏簡２団地

比立内団地

上岱団地

森
吉
地
区

公
営
住
宅
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5.計画期間内の事業手法の選定結果
④-1　集約・再編等の可能性を踏まえた団地・住棟の事業手法の再判定

１次判定結果 第3次判定結果

Bグループ
継続管理する団

地

当面管理する団地
（建替を前提とし
ない）

新規整備
団地単位での
効率的活用

集約・再編等
の可能性

仮住居の確保
周辺道路の整
備

まちづくりへの
対応の可能性

他事業主体と
の連携

④-4　計画期間における事
業手法の決定

52- A01～05号 5
優先的な建替、又は優

先的な用途廃止

52- B01～07号 5
優先的な建替、又は優

先的な用途廃止

53- 1～12号 10
優先的な建替、又は優

先的な用途廃止

下杉団地 1～6号 5
優先的な建替、又は優

先的な用途廃止
優先的な用途廃

止
無 有 可能 必要 有 無 優先的な用途廃止 ・R12以降用途廃止

・他団地への集約
・現在募集停止
・建替期間まで適正に管理

用途廃止

阿
仁

地
区

新町団地 1～5号 5
優先的な建替、又は優

先的な用途廃止
優先的な用途廃

止
無 有 可能 必要 有 無 優先的な用途廃止 ・R4用途廃止

・簡二団地への集約
・建替期間まで適正に管理

用途廃止

１次判定結果 第3次判定結果

Aグループ
継続管理する団

地

当面管理する団地
（建替を前提とし
ない）

新規整備
団地単位での
効率的活用

集約・再編等
の可能性

仮住居の確保
周辺道路の整
備

まちづくりへの
対応の可能性

他事業主体と
の連携

④-4　計画期間における事
業手法の決定

51- 7～14号 8 優先的な建替 優先的な建替 無 無 可能 必要 有 無 優先的な建替 ・R2解体実施 ・建替期間まで適正に管理

52- 1～16号 16 優先的な建替 優先的な建替 無 無 可能 必要 有 無 優先的な建替 ・R2建替実施 ・建替期間まで適正に管理

53- 1～28号 28 優先的な建替 優先的な建替 無 無 可能 必要 有 無 優先的な建替 ・R17以降建替を実施 ・建替期間まで適正に管理

54- 1～26号 26 優先的な建替 優先的な建替 無 無 可能 必要 有 無 優先的な建替 ・R18以降建替を実施 ・建替期間まで適正に管理

55- 1～16号 16 優先的な建替 優先的な建替 無 無 可能 必要 有 無 優先的な建替 ・R20以降建替を実施 ・建替期間まで適正に管理

55- 17～24号 8 優先的な建替 優先的な建替 無 無 可能 必要 有 無 優先的な建替 ・R21以降建替を実施 ・建替期間まで適正に管理

28A- 1～4号 4 維持管理 維持管理

28B- 1～4号 4 維持管理 維持管理

29A- 1～2号 2 維持管理 維持管理

29B- 1～2号 2 維持管理 維持管理

29C- 1号 1 維持管理 維持管理

29C- 2号 1 維持管理 維持管理

29C- 3号 1 維持管理 維持管理

29D- 1～2号 2 維持管理 維持管理

29E- 1～2号 2 維持管理 維持管理

30A- 1～4号 4 維持管理 維持管理

30B- 1～4号 4 維持管理 維持管理

30C- 1～2号 2 維持管理 維持管理

1A 1～4号 4 維持管理 維持管理

1B 1～3号 3 維持管理 維持管理

1C 1号 1 維持管理 維持管理

1C 2号 1 維持管理 維持管理

1D 1～2号 2 維持管理 維持管理

56- 1～12号 12 優先的な建替 優先的な建替

57- 1～12号 12 優先的な建替 優先的な建替

58- 1～4号 4 改善 優先的な改善 無 無 可能 不要 有 無 優先的な改善 ・R4以降改善を実施 ・改善実施まで適正管理 個別改善（長寿命化）

11- A01～06号 6 維持管理

11- B01～04号 4 維持管理

11- BO号 1 維持管理

11- C01・02号 2 維持管理

12- A07～10号 4 維持管理

12- B05～09号 5 維持管理

12- C03・04号 2 維持管理

13- C05号 1 維持管理

13- B10～14号 5 維持管理

13- A11～12号 2 維持管理

14- A13～14号 2 維持管理

14- B15～19号 5 維持管理

14- C06号 1 維持管理

宮前町団地 27 101～411号 40 維持管理 維持管理 無 無 可能 必要 有 無 維持管理 － ・耐用年数まで適正に管理 維持管理

単独
住宅

サンコーポラス
なかたい住宅

1 101～508号 40 改善 改善 無 無 可能 不要 有 無 改善 ・R12以降改善を実施 ・改善実施まで適正管理 維持管理

無 無 可能 不要 有 無

無 可能 不要 　 無

④-1　集約・再編等の可能性を踏まえた団地・住棟の事業手法の再判定

再判定結果

維持管理

優先的な建替

再判定結果

無 有 可能 必要 有 無

無

優先的な用途廃止

④-1　集約・再編等の可能性を踏まえた団地・住棟の事業手法の再判定

無 可能 必要 有 無 維持管理無

2次判定結果
地区 種別 団地名 棟名 部屋名

胡桃館団地

2次判定結果

優先的な用途廃
止

地区 種別 団地名 棟名 部屋名

合
川
地
区

公
営
住
宅

鳥屋岱団地

戸数

戸数

公
営
住
宅

鷹
巣
地
区

維持管理高野尻団地

南鷹巣団地

・R12以降建替を実施

－

・耐用年数まで適正に管理

・建替期間まで適正に管理

・耐用年数まで適正に管理

④-2　事業費の試算及
び事業実施時期の調整

検討
④-3　長期的な管理の見通し

・R11用途廃止
・明田団地への集約
・現在募集停止
・建替期間まで適正に管理

④-2　事業費の試算及
び事業実施時期の調整

検討
④-3　長期的な管理の見通し

－

用途廃止

建替

維持管理

建替

維持管理
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④-1　集約・再編等の可能性を踏まえた団地・住棟の事業手法の再判定

１次判定結果 第3次判定結果

Aグループ
継続管理する団

地

当面管理する団地
（建替を前提とし
ない）

新規整備
団地単位での
効率的活用

集約・再編等
の可能性

仮住居の確保
周辺道路の整
備

まちづくりへの
対応の可能性

他事業主体と
の連携

④-4　計画期間における事
業手法の決定

54- 2～12 9 優先的な建替 優先的な建替 ・R7建替実施

55- 1～12号 10 優先的な建替 優先的な建替 ・R8建替実施

56- 1～12号 10 改善又は建替 建替

57- 1～10号 8 改善又は建替 建替

57- 11～12号 2 改善又は建替 建替

58- 1～12号 10 改善 優先的な改善 無 無 可能 必要 有 無 優先的な改善 ・R4改善を実施 ・改善実施まで適正管理 個別改善(福祉対応)

元- 1～6号 5 改善 改善

60- 1～12号 10 改善 改善

11- C01～03号 3 維持管理 維持管理

11- A01～03号 3 維持管理 維持管理

11- B01～04号 4 維持管理 維持管理

12- D01、E04 2 維持管理 維持管理

12- E01～03号 3 維持管理 維持管理

12- D02～06号 5 維持管理 維持管理

13- F01、F02 2 維持管理 維持管理

上杉駅前団地 1～5 5 維持管理 維持管理 無 無 可能 不要 有 無 維持管理 － ・耐用年数まで適正に管理 維持管理

A01、A02 2 維持管理 維持管理 無 無 可能 不要 有 無 維持管理 － ・耐用年数まで適正に管理

B01、B02 2 維持管理 維持管理 無 無 可能 不要 有 無 維持管理 － ・耐用年数まで適正に管理

C01、C02 2 維持管理 維持管理 無 無 可能 不要 有 無 維持管理 － ・耐用年数まで適正に管理

53- 1-10号 10 優先的な建替 優先的な建替 無 無 可能 不要 有 無 優先的な建替 ・R6建替実施 ・建替期間まで適正に管理 建替

60- 11～17号 6 改善 改善 無 無 可能 不要 有 無 改善 ・R4以降改善を実施 ・改善実施まで適正管理 個別改善（長寿命化）

陣場岱団地 3 - 1～3号 3 改善 改善 無 無 可能 不要 有 無 改善 ・R4改善を実施 ・改善実施まで適正管理
個別改善

（長寿命化、居住性向上）

松山町団地 1～6号 6 改善 改善 無 無 可能 必要 有 無 改善 ・R7改善を実施 ・改善実施まで適正管理 個別改善（長寿命化）

御嶽団地 1～10号 10 改善 改善 無 無 可能 不要 有 無 改善 ・R8改善を実施 ・改善実施まで適正管理 個別改善（長寿命化）

伊勢ノ森団地 1～10号 10 改善 改善 無 無 可能 不要 有 無 改善 ・R2改善実施 ・改善実施まで適正管理 個別改善（長寿命化）

上野第２団地 A01～04号 4 改善 改善 無 無 可能 必要 有 無 改善 ・R7改善を実施 ・改善実施まで適正管理
個別改善

（長寿命化、福祉対応）

伊勢ノ森第２団地 B01～04号 4 改善 改善 無 無 可能 必要 有 無 改善 ・R2改善実施 ・改善実施まで適正管理 個別改善（長寿命化）

101、104号 2 維持管理 維持管理

102、103号 2 維持管理 維持管理

201、204号 2 維持管理 維持管理

202、203号 2 維持管理 維持管理

301、302号 2 維持管理 維持管理

上野住宅 1～6号 6 改善又は建替 改善 無 無 可能 必要 有 無 改善 ・R12以降改善を実施 ・改善実施まで適正管理 個別改善（長寿命化）

陣場岱第２住宅 1～4号 4 改善 改善 無 無 可能 必要 有 無 改善 ・R12以降改善を実施 ・改善実施まで適正管理 個別改善（長寿命化）

諏訪岱団地 1～4号 4 改善 改善 無 無 可能 必要 有 無 改善 ・R12以降改善を実施 ・改善実施まで適正管理 個別改善（長寿命化）

米内沢駅前団地 13 - 1～5号 5 改善 改善 無 無 可能 不要 有 無 改善 ・R12以降改善を実施 ・改善実施まで適正管理 個別改善（長寿命化）

51- 1～10号 10 優先的な建替 優先的な建替 ・R4建替実施

52- 11～20号 10 優先的な建替 優先的な建替 ・R5建替実施

55- 1～5号 5 優先的な建替

56- 6～10号 5 優先的な建替

三両団地 1～4号 4 改善 優先的な改善 無 無 可能 必要 有 無 優先的な改善 ・R7改善を実施 ・改善実施まで適正管理 個別改善（長寿命化）

1 101～103号 3 改善 改善

2 201～203号 3 改善 改善

1 101～106号 6 改善 改善 ・R4改善を実施

2 107～110号 4 改善 改善 ・R5改善を実施

A- 1号 1 維持管理 維持管理

A- 2、3号 2 維持管理 維持管理

A- 4号 1 維持管理 維持管理

B- 1～5号 5 維持管理 維持管理

C- 1号 1 維持管理 維持管理

C- 2号、3号 2 維持管理 維持管理

C- 4号 1 維持管理 維持管理

特公賃
住宅

阿
仁
地
区

公
営
住
宅

東裏簡２団地

比立内団地

単独
住宅

冷水岱団地

森
吉
地
区

公
営
住
宅

長野岱団地

畑町団地

上新町団地

上岱団地

無無 無 可能 不要 有

必要 有 無 維持管理

無 可能 不要 有 無 改善

無 改善

有 無 改善

不要 有 無 維持管理

必要 有 無

無 優先的な建替

必要

建替

無

無 可能 不要 有 無

無

無

無

無

無

必要 有

無 可能 必要 有 無 維持管理

無 可能 必要 有

無 可能

優先的な建替 無 可能

無 可能

無 可能

優先的な建替

無 可能

特公
賃住
宅

上杉団地

無

無

松ヶ丘団地

林岱団地

合
川
地
区

公
営
住
宅

明田団地

田の沢団地

無 優先的な建替

地区 種別 団地名 棟名 部屋名

2次判定結果 ④-1　集約・再編等の可能性を踏まえた団地・住棟の事業手法の再判定 ④-2　事業費の試算及
び事業実施時期の調整

検討
④-3　長期的な管理の見通し再判定結果

－ ・耐用年数まで適正に管理

・鳥屋岱団地の用途廃止によ
り、明田団地へ集約

・R12以降建替を実施 ・建替期間まで適正に管理

・R3改善を実施 ・改善実施まで適正管理

－ ・耐用年数まで適正に管理

－ ・耐用年数まで適正に管理

・新町団地の用途廃止によ
り、簡二団地へ集約
・建替期間まで適正に管理

・R12以降建替を実施 ・建替期間まで適正に管理

・R9改善を実施 ・改善実施まで適正管理

・改善実施まで適正管理

建替

個別改善（長寿命化）

個別改善
（長寿命化、福祉対応）

維持管理

建替

建替

個別改善
（長寿命化、福祉対応）

維持管理

維持管理

維持管理

建替
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第６章 長寿命化に関する実施方針 

１．点検の実施方針 

法定点検については、法令に基づく適切な点検を実施する。法定点検対象外の団

地においては、建築基準法第１２条の規定に準じた定期点検を計画する。また、す

べての住棟を対象に日常点検を実施する。日常点検は、国土交通省住宅局住宅総合

整備課による「公営住宅等日常点検マニュアル（平成 28 年 8 月）」に則り、年

に一度程度実施することを基本とし、効率的に行う。 法定点検の項目にはないも

の（遊具、外構、自転車置き場等）についても、公営住宅の適切な維持管理のため

に状況を把握することが必要と考えられるものについては、日常点検において点検

することとする。定期点検の結果は、「公営住宅等維持管理データベース」※1 を

活用して記録し、修繕・維持管理の的確な実施や次回の点検に役立てることとする。 

※1）公営住宅等維持管理データベース  

・国土交通省住宅局住宅総合整備課が平成 28 年 8 月に公開。定期点検及び日常点検

の結果や、修繕等の工事履歴を入力できるデータベース。 

 

２．計画修繕の実施方針 

  本計画による修繕対応としては、各住棟の経年劣化に応じて、標準的な修繕周期

を踏まえた定期点検や経常的な修繕を適切に計画していくことが必要となる。点検

結果及びデータベース等の内容を踏まえ、予防的な観点から計画修繕を実施するこ

とが重要なことから、本長寿命化計画における 10 年間の中長期的な視点により、

将来見込まれる修繕工事の内容、修繕時期、費用等についてあらかじめ想定してお

くこととする。また、将来的に建替予定としている団地については、残存耐用年数

や修繕項目の修繕周期等も踏まえて改善・修繕事業の要否を判断し、場合によって

は実施しないことも可能とする。 
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■修繕周期表 

 

   



- 37 - 

 



- 38 - 

 



- 39 - 

 

出典：公営住宅等日常点検マニュアル（耐火準耐火編、木造編）  

      平成 28 年 8 月国土交通省住宅局  住宅総合整備課 

 

３．改善事業の実施方針 

ストック活用の判定により「改善」と判定された住棟について「公営住宅等スト

ック総合改善事業対象要綱」に基づき、計画期間内に実施する改善事業について、

実施方針及びその内容を以下の区分にしたがって整理する。 

（居住性向上型） 

・引き続き活用を図るストックについて、住戸規模・間取りの改善や住戸・住

棟設備の機能向上を行い、居住性を向上させる。 

【実施内容】間取りの改修、電気容量のアップ、開口部のアルミサッシ化等 

（福祉対応型） 

 ・引き続き活用を図るストックについて、高齢者等が安全･安心して居住でき

るよう、住戸、共用部、屋外のバリアフリー化を進める。 

【実施内容】住戸内部・共用部の段差解消、浴室・トイレの高齢者対応等 

（安全性確保型） 

 ・防犯性や落下・転落防止など生活事故防止に配慮した改善を行う。 



- 40 - 

 

 【実施内容】耐震改修、屋外通路等の避難経路の整備、防犯に配慮した建物部

品の設置等 

（長寿命化型） 

 ・一定の居住性や安全性等が確保されており長期的な活用を図るべき住棟にお

いて、耐久性の向上や、躯体への影響の低減、維持管理の容易性向上の観点か

ら予防保全的な改善を行う。 

 【実施内容】外壁の断熱改修、給排水管の耐久性向上、住戸内配管の集約化等 

ⅰ）修繕・改善に係る事業予定一覧 ＜住棟部分＞ 様式１による。 

ⅱ）建替えに係る事業予定一覧 様式２による。 

ⅲ）共同施設部分に係る事業予定一覧 ＜共同施設部分＞ 様式３による。 

 

４．建替事業の実施方針 

   本市は 562 戸の市営住宅を管理している。この内、森吉地区を除く３地区に 

おいては、比較的古い年代に建てられた住宅が多く、老朽化が進んでいるため、 

耐用年数を過ぎている市営住宅については、今後の需要等を踏まえ、計画的な建 

替を進める。 

   市営住宅の需要は、将来人口は減少するものの、今後も現在とほぼ同じくらい

の戸数が必要と考えられる。このため、市営住宅のストックの判定を進める上で、

公営住宅の有効活用という見地から、明らかに低水準・低需要である団地では、

今後、継続的な活用において有効性が低いストックとしてあらかじめ選別し、需

要の高い団地へ集約化するとともに、解体をすすめ、管理コストの削減を図る。 

   建替事業の進める考え方は、団地単位での建築年次別の構造による老朽状況や

地域における需要や高度利用の可能性等から、対象となる団地を抽出していく。 

 

   ①候補団地選定の考え方 

    ・経過年数による判定 

    ・昭和４０年代のストック、昭和５０年代の木造ストック 

  ・団地の需要の可能性 

    ・団地の応募倍率、空き家率 

    ・高度利用の可能性 

  ・法規制、位置条件、敷地規模、形状による高度利用 

   ②建替方針 

     コミュニティバランスの形成や、社会福祉施設等の導入を図る。 
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   ③供給方法の検討 

     上記のとおり老朽住宅の建替を進めていく上では、多大な事業費が必要と

なる。このため、将来的に、民間住宅の借上げ・買取り制度の導入や、建設

段階におけるＰＦＩ事業の導入など、民間活力を導入して、市財政負担の軽

減を図る方策について検討する。 

 

第７章 長寿命化のための事業実施計画 

１．長寿命化のための事業実施予定一覧 

  計画期間内に実施する事業実施予定は、次の【様式 1】～【様式 3】の通りで 

ある。 

 

【様式 1】 計画修繕・改善事業の実施予定一覧 

【様式 2】 新規整備事業及び建替事業の実施予定一覧 

【参考様式】 新規整備事業及び建替え事業の実施に伴う解体住棟予定一覧 

【様式 3】 共同施設部分に係る事業の実施予定一覧（集会所・遊具等） 
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第８章 長寿命化のための維持管理による効果 

１．長寿命化のための維持管理による効果 

 ・従来の対処療法型の維持管理から、定期的な点検を実施して公営住宅等のストッ

クの状況を把握した上で、適切な時期に予防保全的な修繕及び耐久性の向上等を

図る改善を実施することで、公営住宅等の長寿命化が図られコスト縮減につなが

る。 

 ・定期点検により現状を把握しながら適切な修繕及び改善を実施することで、公営

住宅等の安全性が確保される。 

 ・公営住宅等について建設年度、立地等を踏まえ、重要度に応じた維持管理を実施

することで、限られた予算の中で効率的な維持管理を実施することができる。 

 

２．ライフサイクルコストの（LCC）算出 

改善事業を実施するか建替事業を実施するか判断する際にライフサイクルコス

ト（以下ＬＣＣ） の比較を行うため、また、予防保全的な計画修繕等の計画的な

実施により公営住宅等の長寿命化を図り、ＬＣＣの縮減につなげるため、次のよう

にＬＣＣとその縮減効果の算出を行う。 
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改善効果あり⇒【年平均ＬＣＣ（計画前）】－【年平均ＬＣＣ（計画後）】＞０ 

 

■【ＬＣＣ（計画前）】  

＝（建設費＋修繕費＋除却費）※／評価期間（改善非実施） 

※公営住宅等長寿命化計画に基づく改善事業（LCC 算定対象）を実施しない場合に想定され 

る管理期間に要するコスト 

 

■【ＬＣＣ（計画後）】  

＝（建設費＋改善費＋修繕費＋除却費）※／評価期間（改善実施） 

※公営住宅等長寿命化計画に基づく改善事業（LCC 算定対象）を実施する場合に想定され 

る管理期間（目標管理期間）に要するコスト 



【様式１】維持・改善に係る事業予定一覧

№1

公営住宅
特定公共
賃貸住宅

地優賃
（公共供給） 改良住宅 その他（　　　　　　　　　　） ：実績箇所

法定点検
法定点検に
準じた点検

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11

南鷹巣
52

1～4号
4

簡二
(CB)

S52 Ｒ2 解体 776 Ｒ2建替予定

南鷹巣
52

5～8号
4

簡二
(CB)

S52 Ｒ2 解体 777 Ｒ2建替予定

南鷹巣
52

9～12号
4

簡二
(CB)

S52 Ｒ2 解体 777 Ｒ2建替予定

南鷹巣
52

13～16号
4

簡二
(CB)

S52 Ｒ2 解体 778 Ｒ2建替予定

南鷹巣
53

1～6号
6

簡二
(CB)

S53 Ｒ８
外壁改修

（長寿命化） 1,099
Ｒ12～建替予
定

南鷹巣
53

7～12号
6

簡二
(CB)

S53 Ｒ８
外壁改修

（長寿命化） 1,099
Ｒ12～建替予
定

南鷹巣
53

13～18号
6

簡二
(CB)

S53 Ｒ８
外壁改修

（長寿命化） 1,099
Ｒ12～建替予
定

南鷹巣
53

19～24号
6

簡二
(CB)

S53 Ｒ８
外壁改修

（長寿命化） 1,099
Ｒ12～建替予
定

南鷹巣
53

25～28号
4

簡二
(CB)

S53 Ｒ８
屋根葺替・
外壁改修

（長寿命化）
652

Ｒ12～建替予
定

南鷹巣
54

1～4号
4

簡二
(CB)

S54 Ｒ８ 屋根補修 949
Ｒ17～建替予
定

南鷹巣
54

5～8号
4

簡二
(CB)

S54 Ｒ８ 屋根補修 949
Ｒ17～建替予
定

南鷹巣
54

9～12号
4

簡二
(CB)

S54 Ｒ８ 屋根補修 949
Ｒ17～建替予
定

南鷹巣
54

13～16号
4

簡二
(CB)

S54 Ｒ８ 屋根補修 949
Ｒ17～建替予
定

南鷹巣
54

17～22号
6

簡二
(CB)

S54 Ｒ８ 屋根補修 1,424
Ｒ17～建替予
定

南鷹巣
54

23～26号
4

簡二
(CB)

S54 Ｒ８ 屋根補修 949
Ｒ17～建替予
定

　事業主体名：　北秋田市

　住宅の区分：

団地名
住棟
番号

戸数

LCC
縮減効果
（千円/棟・

年）

備考構造
建設
年度

次期法定点検 修繕・改善事業の内容

＝
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【様式１】維持・改善に係る事業予定一覧
№2

公営住宅
特定公共
賃貸住宅

地優賃
（公共供給） 改良住宅 その他（　　　　　　　　　　） ：実績箇所

法定点検
法定点検に
準じた点検

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11

南鷹巣
55

1～4号
4

簡二
(CB)

S55 Ｒ８ 屋根補修 1,036
Ｒ20～建替予
定

南鷹巣
55

5～8号
4

簡二
(CB)

S55 Ｒ８ 屋根補修 1,036
Ｒ20～建替予
定

南鷹巣
55

9～12号
4

簡二
(CB)

S55 Ｒ８ 屋根補修 1,036
Ｒ20～建替予
定

南鷹巣
55

13～16
4

簡二
(CB)

S55 Ｒ８ 屋根補修 1,036
Ｒ20～建替予
定

南鷹巣 55 8
木造
平屋

S55 Ｒ８ 2,383
Ｒ21～建替予
定

南鷹巣 28A～B 8
木造
平屋

H28 Ｒ８ 4,253
改善し当面維持
管理

南鷹巣 29A～E 11
木造
平屋

H29 Ｒ８ 6,291
改善し当面維持
管理

南鷹巣 30A～C 10
木造
平屋

H30 Ｒ８ 5,708
改善し当面維持
管理

南鷹巣 １A～C 11
木造
平屋

R1 Ｒ８ 5,992
改善し当面維持
管理

胡桃館
56

1～6号
6

簡二
(CB)

S56 Ｒ８ 1,619
長期的に建替予
定

胡桃館
56

7～12号
6

簡二
(CB)

S56 Ｒ８ 1,619
長期的に建替予
定

胡桃館
57

1～6号
6

簡二
(CB)

S57 Ｒ８ 1,664
長期的に建替予
定

胡桃館
57

7～12号
6

簡二
(CB)

S57 Ｒ８ 1,664
長期的に建替予
定

胡桃館 58 4
木造
平屋

S58 Ｒ８ 外壁改修
（長寿命化）

1,303
改善し当面維持
管理

高野尻 11A～B 13
木造
平屋

H11 Ｒ８ 7,923
点検の上、当面
維持

【様式１】維持・改善に係る事業予定一覧

　住宅の区分：

　事業主体名：　北秋田市

団地名
住棟
番号

戸数 構造
建設
年度

次期法定点検 修繕・改善事業の内容
LCC

縮減効果
（千円/棟・

年）

備考
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№3

公営住宅
特定公共
賃貸住宅

地優賃
（公共供給） 改良住宅 その他（　　　　　　　　　　） ：実績箇所

法定点検
法定点検に
準じた点検

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11

高野尻 12A～C 11
木造
平屋

H12 Ｒ８ 5,868
点検の上、当面
維持

高野尻 13A～C 8
木造
平屋

H13 Ｒ８ 4,592
点検の上、当面
維持

高野尻 14A～C 8
木造
平屋

H14 Ｒ８ 4,551
点検の上、当面
維持

宮前町 27 40
RC造
四階

H27 R7 Ｒ８ 12,370
点検の上、当面
維持

鳥屋岱 52A 4
簡平

（CB）
S52 Ｒ８ 687

Ｒ9～建替予定
用途廃止（明田
団地へ集約）

鳥屋岱 52B 6
簡平

（CB）
S52 Ｒ８ 1,031

Ｒ9～建替予定
用途廃止（明田
団地へ集約）

鳥屋岱 53 10
木造
平屋

S53 Ｒ８ 2,202
Ｒ9～建替予定
用途廃止（明田
団地へ集約）

明田 54 9
木造
平屋

S54 Ｒ5 2,024 Ｒ7～建替予定

明田 55 10
木造
平屋

S55 Ｒ5 2,736 Ｒ8～建替予定

林岱 56 9
木造
平屋

S56 Ｒ８ 外壁改修
（長寿命化）

外壁改修
（長寿命化）

2,007 Ｒ13～建替予定

林岱 57 8
木造
平屋

S57 Ｒ８ 外壁改修
（長寿命化）

2,210 Ｒ13～建替予定

林岱 57 2
簡平

（CB）
S57 Ｒ８ 609 Ｒ15～建替予定

林岱 58 10
木造
平屋

S58 Ｒ８ 3,317
改善し当面維持
管理

松ヶ丘 60 10
木造
平屋

S60 Ｒ８ 屋根塗装 屋根塗装 屋根塗装 3,760
改善し当面維持
管理

松ヶ丘 元 5
木造
平屋

H1 Ｒ８ 屋根葺替
（長寿命化）

屋根葺替
（長寿命化）

1,449
改善し当面維持
管理

【様式１】維持・改善に係る事業予定一覧

　住宅の区分：

　事業主体名：　北秋田市

団地名
住棟
番号

戸数 構造
建設
年度

次期法定点検 修繕・改善事業の内容
LCC

縮減効果
（千円/棟・

年）

備考

解体

解体

解体

解体

解体
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№4

公営住宅
特定公共
賃貸住宅

地優賃
（公共供給） 改良住宅 その他（　　　　　　　　　　） ：実績箇所

法定点検
法定点検に
準じた点検

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11

下杉 1～6 5
木造
平屋

Ｓ63 Ｒ８ 2,089
長期的に用途廃
止（集約）

田の沢 11 10
木造
平屋

H11 R7 Ｒ８ 外壁改修
（長寿命化）

4,181
点検の上、当面
維持

田の沢 12 10
木造
二階

H12 R7 Ｒ８ 5,922
点検の上、当面
維持

田の沢 13 2
木造
平屋

H13 R7 Ｒ８ 1,052
点検の上、当面
維持

上杉駅前 18 5
木造
平屋

H18 Ｒ８ 2,799
点検の上、当面
維持

長野岱 53 10
木造
平屋

S53 Ｒ2 解体 解体 2,280 Ｒ6～建替予定

長野岱 60 6
木造
平屋

S60 Ｒ８ 2,161
点検の上、当面
維持

陣場岱 3 3
木造
平屋

H3 Ｒ８ 屋根葺替
（長寿命化）

1,257 改善し当面維持

松山町 1～6 6
木造
二階

H4 Ｒ８ 屋根葺替
（長寿命化）

屋根葺替
（長寿命化）

2,296 改善し当面維持

御嶽 1～10 10
木造
平屋

H5 Ｒ８ 6,021 改善し当面維持

伊勢ノ森 1～10 10
木造
二階

H8 Ｒ８ 屋根葺替
（長寿命化）

6,591 改善し当面維持

上野第２ A1～4 4
木造
平屋

H10 Ｒ８ 屋根葺替
（長寿命化）

2,880 改善し当面維持

伊勢ノ森
第2

B1～4 4
木造
平屋

H10 Ｒ８ 屋根葺替
（長寿命化）

2,718 改善し当面維持

冷水岱
101～104
201～204
301・302

10
木造
平屋

H14 Ｒ８ 5,140
点検の上、当面
維持

東裏簡２ 51 4
簡二
(CB)

S51 Ｒ2 解体 2,118 Ｒ4～建替予定

【様式１】維持・改善に係る事業予定一覧

　住宅の区分：

　事業主体名：　北秋田市

団地名
住棟
番号

戸数 構造
建設
年度

次期法定点検 修繕・改善事業の内容
LCC

縮減効果
（千円/棟・

年）

備考
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№5

公営住宅
特定公共
賃貸住宅

地優賃
（公共供給） 改良住宅 その他（　　　　　　　　　　） ：実績箇所

法定点検
法定点検に
準じた点検

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11

東裏簡２ 51 6
簡二
(CB)

S51 Ｒ2 解体 1,138 Ｒ4～建替予定

東裏簡２ 52 3
簡二
(CB)

S52 Ｒ2 解体 622 Ｒ4～建替予定

東裏簡２ 52 4
簡二
(CB)

S52 Ｒ2 解体 829 Ｒ4～建替予定

東裏簡２ 52 3
簡二
(CB)

S52 Ｒ2 解体 622 Ｒ４～建替予定

新町 1～5 5
木造
平屋

S54 Ｒ2 1,282
R４～用途廃止
（簡２団地へ集
約）

比立内 55 5
木造
平屋

S55 Ｒ８ 1,523
長期的に建替予
定

比立内 56 5
木造
平屋

S56 Ｒ８ 1,577
長期的に建替予
定

三両 1～4 4
木造
平屋

S57 Ｒ８ 屋根塗装 1,366 改善し当面維持

上岱 62 6
木造
平屋

S62 Ｒ８ 外壁改修
（長寿命化）

外壁改修
（長寿命化）

810 改善し当面維持

上新町 1 6
木造
二階

H1 Ｒ８
屋根葺替
外壁改修

（長寿命化）

屋根葺替
外壁改修

（長寿命化）
987 改善し当面維持

上新町 2 4
木造
二階

H6 Ｒ８
屋根葺替
外壁改修

（長寿命化）

屋根葺替
外壁改修

（長寿命化）
1,925 改善し当面維持

畑町 A・B 9
木造
平屋

H21 Ｒ８ 4,564
点検の上、当面
維持

畑町 C 4
木造
平屋

H22 Ｒ８ 2,288
点検の上、当面
維持

【様式１】維持・改善に係る事業予定一覧

　事業主体名：　北秋田市

　住宅の区分：

団地名
住棟
番号

戸数 構造
建設
年度

次期法定点検 修繕・改善事業の内容
LCC

縮減効果
（千円/棟・

年）

備考

- 48 -



№1

公営住宅
特定公共
賃貸住宅

地優賃
（公共供給） 改良住宅 その他（　　単独住宅　　） ：実績箇所

法定点検
法定点検に
準じた点検

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11

サンコー
ポラスな
かたい

1 40
RC造
5階

H9 R7 Ｒ８ 12,843

陣場岱第2 1～4 4
木造
平屋

H10 Ｒ８ 1,447

上野 1～6 6
木造
平屋

H9 Ｒ８ 屋根葺替
（長寿命化）

578

【様式１】維持・改善に係る事業予定一覧

　事業主体名：　北秋田市

　住宅の区分：

次期法定点検 修繕・改善事業の内容
LCC

縮減効果
（千円/棟・

年）

備考団地名
住棟
番号

戸数 構造
建設
年度

- 49 -



№1

公営住宅
特定公共
賃貸住宅

地優賃
（公共供給） 改良住宅 その他（　　　　　　　　） ：実績箇所

法定点検
法定点検に
準じた点検

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11

上杉 A～C 6
木造
平屋

H9 Ｒ８ 1,922

諏訪岱 1～4 4
木造
二階

H11 Ｒ８ 屋根葺替
（長寿命化）

1,226

米内沢駅前 13 5
木造
二階

H13 Ｒ８ 1,446

　住宅の区分：

　事業主体名：　北秋田市

団地名
住棟
番号

戸数 構造
建設
年度

次期法定点検 修繕・改善事業の内容
LCC

縮減効果
（千円/棟・

年）

備考

- 50 -



【様式２】新規整備事業及び建替事業の実施予定一覧

№1

　住宅の区分： 公営住宅
特定公共
賃貸住宅

地優賃
（公共供給） 改良住宅 その他（　　　　　　　　　　）

法定点検
法定点検に
準じた点検

南鷹巣
52

1～4号
4

簡二
(CB)

S52 Ｒ2

南鷹巣
52

5～8号
4

簡二
(CB)

S52 Ｒ2

南鷹巣
52

9～12号
4

簡二
(CB)

S52 Ｒ3

南鷹巣
52

13～16号
4

簡二
(CB)

S52 Ｒ3

明田 54 9
木造
平屋

S54 Ｒ7～
鳥屋岱団地を
集約

明田 55 10
木造
平屋

S55 Ｒ8～
鳥屋岱団地を
集約

長野岱 53 10
木造
平屋

S53 Ｒ6～

東裏簡２
51

1～4号
4

簡二
(CB)

S51 Ｒ4～
新町団地を集
約

東裏簡２
51

5～10号
6

簡二
(CB)

S51 Ｒ4～

東裏簡２
52

11～13号
3

簡二
(CB)

S52 Ｒ4～

東裏簡２
52

14～16号
4

簡二
(CB)

S52 Ｒ4～

東裏簡２
52

17～21号
3

簡二
(CB)

S52 Ｒ4～

LCC
縮減効果

（千円/棟・年）

　事業主体名：　北秋田市

備考団地名 住棟番号 戸数 構造 建設年度
新規又は
建替整備
予定年度

次期点検時期

-51-



【参考様式】新規整備事業及び建替事業の実施に伴う解体住棟予定一覧

　住宅の区分： 公営住宅
特定公共
賃貸住宅

地優賃
（公共供給） 改良住宅 その他（　　　　　　　　　　）

年度 建替手法

南鷹巣
52

1～4号
4

簡二
(CB)

45 S52 44 R2
現地
建替

建替　R2

南鷹巣
52

5～8号
4

簡二
(CB)

45 S52 44 R3
現地
建替

建替　R２

南鷹巣
52

9～12号
4

簡二
(CB)

45 S52 44 R3
現地
建替

建替　R３

南鷹巣
52

13～16号
4

簡二
(CB)

45 S52 44 R4
現地
建替

建替　R３

鳥屋岱 51 10
簡平

（モルタル）
30 S52 44 R10～

別敷地
建替

明田団地と集約

鳥屋岱 52 10
木造
平屋

30 S53 43 R10～
別敷地
建替

　〃

明田 54 9
木造
平屋

30 S54 42 R7～8
現地
建替

建替　R7～
鳥屋岱団地と集約

明田 55 10
木造
平屋

30 S55 41 R8～10
現地
建替

建替　R8～
鳥屋岱団地と集約

長野岱 53 10
木造
平屋

30 S53 43 R6
現地
建替

建替　R5～

東裏簡２
51

1～4号
4

簡二
(CB)

45 S51 45 R5～7
別敷地
建替

建替　R4～
新町団地と集約

東裏簡２
51

5～10号
6

簡二
(CB)

45 S51 45 R5～7
別敷地
建替

建替　R4～
新町団地と集約

東裏簡２
52

11～13号
3

簡二
(CB)

45 S52 44 R5～7
別敷地
建替

建替　R4～
新町団地と集約

東裏簡２
52

14～16号
4

簡二
(CB)

45 S52 44 R5～7
別敷地
建替

建替　R4～
新町団地と集約

東裏簡２
52

17～21号
3

簡二
(CB)

45 S52 44 R5～7
別敷地
建替

建替　R4～
新町団地と集約

新町団地 5
木造
平屋

30 S54 42 -
別敷地
建替

東裏簡２団地と集約
用途廃止後、他事業で
の活用を目指す

建設年度
経過年数

（R3時点）

解体予定

備考

　事業主体名：　北秋田市

団地名 住棟番号 戸数 構造
耐用
年数

-52-



【様式３】共同施設に係る事業の実施予定一覧（集会所・遊具等）

　住宅の区分： 公営住宅
特定公共
賃貸住宅

地優賃
（公共供
給） 改良住宅 その他（　　　　　　　　　　）

法定点検
法定点検に
準じた点検

Ｒ2 Ｒ3 Ｒ4 Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7 Ｒ8 Ｒ9 Ｒ10 Ｒ11

該当なし

　事業主体名：　北秋田市

備考
修繕・改善事業の内容

団地名 共同施設名 建設年度
次期点検時期

-53-


